
平成２２年第１回防府市議会定例会会議録（その３） 

 

○平成２２年３月４日（木曜日） 

────────────────────────────────────── 

○議事日程 

平成２２年３月４日（木曜日）   午前１０時 開議 

   １ 開  議 

   ２ 会議録署名議員の指名 

   ３ 議案第２５号 平成２２年度防府市一般会計予算 

   ４ 議案第２６号 平成２２年度防府市競輪事業特別会計予算 

     議案第２７号 平成２２年度防府市国民健康保険事業特別会計予算 

     議案第２８号 平成２２年度防府市索道事業特別会計予算 

     議案第２９号 平成２２年度防府市と場事業特別会計予算 

     議案第３０号 平成２２年度防府市青果市場事業特別会計予算 

     議案第３１号 平成２２年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算 

     議案第３２号 平成２２年度防府市公共下水道事業特別会計予算 

     議案第３３号 平成２２年度防府市駐車場事業特別会計予算 

     議案第３４号 平成２２年度防府市交通災害共済事業特別会計予算 

     議案第３５号 平成２２年度防府市老人保健事業特別会計予算 

     議案第３６号 平成２２年度防府市介護保険事業特別会計予算 

     議案第３７号 平成２２年度防府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

   ５ 議案第３８号 平成２２年度防府市水道事業会計予算 

     議案第３９号 平成２２年度防府市工業用水道事業会計予算 

   ６ 議案第４０号 防府市事務分掌条例中改正について 

   ７ 議案第４１号 防府市国民健康保険条例中改正について 

   ８ 議案第４２号 防府市土地開発公社定款の変更について 

   ９ 議案第４３号 平成２２年度防府市一般会計補正予算（第１号） 

────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

目次に記載したとおり 

────────────────────────────────────── 

○出席議員（２６名） 

－69－ 



       １番  松 村   学 君      ２番  土 井   章 君 

       ３番  河 杉 憲 二 君      ４番  髙 砂 朋 子 君 

       ５番  原 田 洋 介 君      ６番  山 本 久 江 君 

       ７番  横 田 和 雄 君      ８番  重 川 恭 年 君 

       ９番  斉 藤   旭 君     １０番  山 田 耕 治 君 

      １１番  青 木 明 夫 君     １２番  藤 本 和 久 君 

      １３番  三 原 昭 治 君     １４番  田 中 敏 靖 君 

      １５番  木 村 一 彦 君     １６番  安 藤 二 郎 君 

      １７番  山 根 祐 二 君     １８番  今 津 誠 一 君 

      １９番  弘 中 正 俊 君     ２０番  大 田 雄二郎 君 

      ２１番  佐 鹿 博 敏 君     ２３番  久 保 玄 爾 君 

      ２４番  山 下 和 明 君     ２５番  伊 藤   央 君 

      ２６番  田 中 健 次 君     ２７番  行 重 延 昭 君 

────────────────────────────────────── 

○欠席議員 

なし 

────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者 

  市 長 松 浦 正 人 君  副 市 長 嘉 村 悦 男 君 

  会 計 管 理 者 松 吉   栄 君  財 務 部 長 吉 村 廣 樹 君 

  財 務 部 理 事 梅 田   尚 君  総 務 部 長 浅 田 道 生 君 

  総 務 課 長 原 田 知 昭 君  生 活 環 境 部 長 古 谷 友 二 君 

  産 業 振 興 部 長 阿 部 勝 正 君  土木都市建設部長 阿 部 裕 明 君 

  土木都市建設部理事 岡 本 幸 生 君  健 康 福 祉 部 長 田 中   進 君 

  教 育 長 岡 田 利 雄 君  教 育 次 長 山 邊   勇 君 

  水 道 事 業 管 理 者 中 村   隆 君  水 道 局 次 長 本 廣   繁 君 

  消 防 長 武 村 一 郎 君  監 査 委 員 和 田 康 夫 君 

  入 札 検 査 室 長 安 田 節 夫 君  農業委員会事務局長 村 田 信 行 君 

  選挙管理委員会事務局長 古 谷 秀 雄 君  監査委員事務局長 小野寺 光 雄 君 

────────────────────────────────────── 

○事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長 森 重   豊 君  議 会 事 務 局 次 長 山 本 森 優 君 

－70－ 



────────────────────────────────────── 

午前１０時    開議 

○議長（行重 延昭君）  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────── 

  会議録署名議員の指名   

○議長（行重 延昭君）  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。１０番、山田議

員、１１番、青木議員、御両名にお願い申し上げます。 

 議事日程につきましては、お手元に配付しております日程に基づいて進行したいと思い

ますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。 

────────────────────────────────────── 

  議案第２５号平成２２年度防府市一般会計予算   

○議長（行重 延昭君）  議案第２５号を議題といたします。理事者の補足説明を求めま

す。副市長。 

        〔副市長 嘉村 悦男君 登壇〕 

○副市長（嘉村 悦男君）  皆さん、おはようございます。議案第２５号について御説明

申し上げます。 

 議案第２５号平成２２年度防府市一般会計予算について御説明申し上げます。 

 新年度予算の編成方針及び重点施策につきましては、市長がさきに施政方針で述べたと

ころであり、予算はそれらを具現化するものでございます。 

 厳しい財政状況を踏まえ、「選択と集中」による施策の重点化を図り、編成作業に際し

ましては、「市民参画と協働の推進」と「聖域なき行財政改革の断行」の方針のもと、総

合計画の五つの施策大綱を達成するための諸施策に取り組み、特に、その中でも昨年度に

引き続き「環境・観光・教育」に加え、新たに「防災・復興」を最重要施策として位置づ

けるとともに、本年度以降に予定されております新廃棄物処理施設建設事業及び学校施設

耐震化事業等への財源を確保するため、既存事業の見直し等により、極力財政調整基金の

取り崩しを行わないことや、また財政規律を重視し、将来世代への負債を残さないため、

プライマリーバランスを維持することに配慮しながら編成いたしたものでございます。 

 それでは、予算の内容につきまして、お手元の予算書及び予算事項別明細書並びに別冊

の予算参考資料に基づき御説明申し上げます。 

 予算書の７ページをお開きいただきたいと存じます。 

 まず、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を３６７億８，９００万円といたして

おります。この額は、前年度当初予算と比較いたしますと金額で５億８，１００万円、率
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にして１．６％の減となっております。 

 第２条の継続費につきましては、１４ページの第２表にお示しいたしておりますように、

クリーンセンター整備・運営事業ほか２件の継続事業をお願いいたすものでございます。 

 第３条の債務負担行為につきましては、１５ページの第３表にお示しいたしております

が、市中銀行その他金融機関に対する債務保証についての平成２２年度から平成２５年度

までの債務負担行為を設定するほか５件の債務負担行為をお願いいたしております。 

 第４条の地方債につきましては、１６ページから１７ページまで第４表にお示ししてお

りますが、総額３２億９，４９０万円を限度額として地方債を起こすことについてお願い

いたすものでございます。 

 第５条の一時借入金につきましては、年間の資金繰りなどを勘案いたしまして、借入金

の限度額を前年度と同額の８０億円といたしております。 

 第６条におきましては、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定による歳出予算

の流用について定めているものでございます。 

 それでは、予算の内容につきまして、別冊の予算参考資料に基づき御説明申し上げます。 

 別冊の予算参考資料をお願い申し上げます。２枚めくっていただきまして、まず、

１ページの「平成２２年度防府市当初予算総括表」一般会計の主なもの及び前年度と比較

しまして増減の大きなものについて御説明申し上げます。 

 上段左側の表、歳入では、自主財源の根幹をなす１款市税につきましては、前年度比４．

４％の減となっておりますが、市民税については、前年度実績見込みや企業の動向及び個

人所得の落ち込み等を勘案し、減額するとともに、固定資産税についても、地価の下落等

を勘案し減額としております。 

 次に、２款地方譲与税につきましては、前年度比１６．６％の減となっておりますが、

税制改正、これは地方道路譲与税廃止及び前年度の実績を勘案し、減額としております。 

 次に、３款利子割交付金につきましては、前年度比１０．５％の減となっておりますが、

県の利子割収入見込み額等を勘案し、計上いたしております。 

 次に、４款配当割交付金につきましては、前年度比２３．５％の減となっておりますが、

株式配当の大幅な落ち込み等を勘案し、計上いたしております。 

 次に、８款自動車取得税交付金につきましては、前年度比３７．８％の減となっており

ますが、前年度の実績額等を勘案し、計上いたしております。 

 次に、１０款地方特例交付金につきましては、前年度比１１．６％の増となっておりま

すが、児童手当及び子ども手当特例交付金の新設と住宅ローン減税補てん分を勘案し、見

込み額を計上いたしております。 
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 次に、１１款地方交付税につきましては、市税の落ち込み及び国の地方交付税総額の増

額を勘案し、前年度比４０．０％の増額といたしております。 

 次に、１５款国庫支出金及び１６款県支出金につきましては、各事業において、いずれ

も内示見込み等により前年度より増額して計上いたしております。 

 次に、１９款繰入金につきましては、先ほどの施政方針でも申し上げましたが、財源不

足を補うため財政調整基金からの繰り入れはゼロとするとともに、職員退職手当基金や図

書館振興基金からの繰り入れ等を計上いたしております。 

 次に、２０款繰越金につきましては、平成２１年度の決算見込みを勘案し、前年度と同

額の１億円を計上いたしております。 

 次に、２１款諸収入につきましては、前年度比７．７％の減となっておりますが、消防

費受託事業及び港湾使用料県交付金の減が主なものでございます。 

 最後に、２２款市債につきましては、前年度比３４．０％の減となっております。災害

復旧事業債や臨時財政対策債の増額があるものの、土木債の中のまちづくり交付金事業や

教育債の中の新体育館建設関係事業の減額が主なものでございます。 

 次に、同じページ右側の款別の歳出でございますが、構成比では、３款民生費が３８．

４％と最も高く、次いで２款総務費と１２款公債費がともに１０．８％で続き、１０款教

育費が１０．６％、８款土木費が１０．３％の順となっております。 

 それでは、前年度と比較いたしまして増減の大きいものについて、その理由を御説明申

し上げます。 

 まず、２款総務費につきましては８．７％の増となっておりますが、職員数の減及び退

職手当の減額要因がある一方、防災業務関連経費や国民体育大会推進経費、参議院議員選

挙、市長選挙経費及び国勢調査経費等の増額が主な要因でございます。 

 次に、３款民生費につきましては２３．８％の増となっておりますが、老人保健事業特

別会計及び後期高齢者医療事業特別会計への繰出金等の減額要因がある一方で、子ども手

当支給事業、児童扶養手当支給事業や生活保護関係経費及び介護基盤緊急整備事業等の増

額が主な要因でございます。 

 次に、４款衛生費につきましては７．４％の増となっておりますが、妊産婦保健指導事

業、予防接種事業及び廃棄物処理施設建設事業の増が主なものでございます。 

 次に、５款労働費につきましては２３４．２％の増となっておりますが、国の経済危機

対策として県に創設されました緊急雇用創出事業の増が主なものでございます。 

 次に、７款商工労働費につきましては２５．０％の減となっておりますが、まちの駅運

営事業の増要因があるものの、工場等設置奨励金の減によるものが主なものでございます。 
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 次に、８款土木費につきましては２５．０％の減となっておりますが、勘場川浸水対策

事業及びまちづくり交付金事業の減が主な要因でございます。 

 次に、９款消防費につきましては、前年度比７．４％の減となっております。三田尻分

団消防器庫新築事業や佐波川洪水ハザードマップ整備事業の増減要因がある一方、消防職

員数の減及び秋穂出張所を山口市へ移管したことによる減額が主な要因でございます。 

 次に、１０款教育費につきましては３６．７％の減となっておりますが、新体育館建設

関係経費の減額が主なものでございます。 

 次に、１１款災害復旧費につきましては大幅な増となっておりますが、農林水産業施設、

土木施設、文教施設の災害復旧費を計上しております。 

 最後に、１２款公債費につきましては、現在までの起債抑制策の効果があり、前年度比

で１億７５８万７，０００円の減額、率にして２．６％の減となっております。 

 それでは、２ページをごらんいただきたいと存じます。この表は、平成１８年度から平

成２２年度までの経費を性質別に分類したものでございます。右端の前年度との比較欄に

て大きく変動した項目のみ御説明申し上げます。 

 まず、１の人件費につきましては前年度比２．４％の減となっておりますが、職員数の

減少及び退職者の減が主な要因でございます。 

 次に、２の物件費につきましては、前年度比１５．１％の増となっておりますが、新体

育館「ソルトアリーナ防府」と、まちの駅「うめてらす」に係る指定管理者への委託料の

増及び県に創設されました緊急雇用による賃金の増が主な要因でございます。 

 次に、４の扶助費につきましては、前年度比３３．６％の増となっておりますが、子ど

も手当支給事業や児童扶養手当事業の増額が主な要因でございます。 

 最後に、投資的経費のうちの６の普通建設事業費についてですが、新体育館建設事業、

勘場川浸水対策事業の減により、予算額で約３２億６，０００万円、率にして４７．２％

の大幅な減となっております。 

 以上、性質別に分類いたしました主なものについて御説明申し上げましたが、このうち

１の人件費、４の扶助費及び８の公債費を合わせた、いわゆる義務的経費は約２０５億

４００万円でありまして、前年度比１０．５％の増となっております。 

 次に、３ページの「節別内訳表」につきましては、歳出予算額を節別に分類したもので

ございまして、ここでは説明を省略させていただきます。 

 それでは、４ページからの歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 

 歳入予算につきましては、先ほど大筋について御説明申し上げましたので、ここでは、

主なものについて御説明申し上げます。 
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 まず、４ページ上段の１款市税のうち市民税でございますが、個人市民税につきまして

は、前年度実績見込額及び個人所得の落ち込みを勘案し、前年度比２．６％の減で計上し、

法人市民税につきましては、前年度実績見込額及び企業の動向等を勘案いたしまして、前

年度比３７．４％の減で計上いたしております。 

 次の２段目の固定資産税のうち土地については、地価の下落、負担調整等を勘案し、前

年度比５．９％の減、家屋につきましては、増減分を勘案し、７．４％の増、償却資産に

つきましては、設備投資等を勘案し、２．９％の減で計上いたしております。 

 次に、５ページ、２款地方譲与税、３款から１０款までの各種交付金につきましては、

いずれも前年度の実績等を勘案して計上いたしております。 

 また、同じページ下から２段目の１１款地方交付税につきましては、先ほど御説明申し

上げましたとおり、前年度より９億円増の３１億５，０００万円を計上いたしております。 

 次に、６ページ３段目の１５款国庫支出金につきましては、内示見込み等により計上い

たしておりますが、増減の主なものといたしまして、防衛施設周辺整備助成補助金、被用

者児童手当負担金、被用者小学校修了前特例給付負担金を減額いたすとともに、子ども手

当負担金や障害者介護・訓練等給付費負担金の増額を計上いたしております。 

 また、同じページ下段の１３款県支出金につきましても、国庫支出金とほぼ同じ内容で

ございますが、そのほかに畜産基盤再編総合整備事業費を減額いたすともに、介護基盤緊

急整備等臨時特例交付金や子ども手当負担金の増額等を計上いたしております。 

 最後に７ページの１９款繰入金、２１款諸収入及び８ページから９ページの２２款市債

につきましては、先ほど御説明申し上げましたので、ここでは省略させていただきます。 

 次に、歳出予算について御説明申し上げます。 

 予算参考資料の一番右の欄に、予算書の事項別明細書の該当ページを記載しております。

なお、例年実施しております事業等につきましては省略させていただき、ここでは主な新

規事業、拡充した事業及び主要事業について御説明申し上げます。 

 まず１１ページからの２款総務費でございますが、上段の一般管理経費の豪雨災害追悼

式関連経費では、７月２１日にアスピラートにて追悼式を開催する経費を計上いたしてお

ります。 

 ２段目の防災業務関係経費では、最初に、豪雨災害記録誌作成経費及び豪雨災害検証委

員会経費では、豪雨災害時の記録をしっかりと残すとともに、１月に設置いたしました検

証委員会におきまして、災害時の課題等を検証する経費を計上しております。 

 次に、防災行政無線増設工事では、屋外に設置しております拡声子局からのサイレンが

聞き取りにくい地域が一部ありましたので、これを解消するための経費を計上しておりま
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す。 

 次に、緊急告知ＦＭ放送整備経費では、同報系防災行政無線を補完するため、ＦＭわっ

しょいや山口ケーブルテレビジョンを活用した緊急告知放送システムの構築に要する経費

を計上しております。 

 気象情報メールサービス使用料とＷＥＢ版防災支援システム導入委託及びＣＡＴＶデー

タ放送緊急表示システム負担金の３事業では、それぞれ携帯電話、インターネット、ケー

ブルテレビなどの多様な媒体を活用し、災害時において市民の皆様方へ情報が提供できる

よう、所要の経費を計上いたしております。 

 次に、防災ファイル製本配布経費では、防災に関する手引きを掲載し、３月末に配布予

定の土砂災害及び柳川・馬刀川ハザードマップ等の収納も兼ねた防災ファイルを全戸に配

布する経費を計上しております。 

 次に、防災危機管理課専門員報酬では、危機管理のより充実した体制を構築していくた

め、４月からの専門員を配置する経費を計上しております。 

 その他、継続事業と防災訓練経費などを含めまして、合わせて１億１，４００万円余り

を計上いたしております。 

 次に、１３ページ上段のその他の財産管理諸経費の庁舎１号館省エネ改修事業では、県

に創設されました地域グリーンニューディール基金を活用し、１号館の照明器具及び電算

機室空調設備の省エネ改修の経費を計上しております。 

 また、同じページ下から２段目の消費者行政関係経費の消費生活センター設置運営事業

では、複雑化する消費者問題を解決するため、４月から消費生活センターを本庁１号館

１階に開設するとともに、法律の専門家による駅前消費生活相談会をルルサスで開催する

経費を計上いたしております。 

 次に、１５ページ上から４段目の市民参画協働推進経費の（仮称）市民参画協働条例検

討委員会経費では、市民参画及び協働の推進に関する条例の制定についての委員会を設置

する経費を計上しております。 

 次に、同じページ上から６段目の国民体育大会推進経費の国民体育大会推進費補助金で

は、平成２３年度に開催されます「おいでませ！山口国体」のリハーサル大会として、

８月にソルトアリーナ防府において、全日本教員バスケットボール選手権大会及び防府市

競輪場において全国都道府県対抗自転車競技大会等を開催する経費を計上しております。 

 次に、１６ページ上段の徴税費の賦課徴収費の市税等徴収事務指導員報酬では、高度な

徴収技術を確保し、滞納繰越額の減少に努めるため、防府市市税等徴収事務指導員を配置

する経費を計上するとともに、継続では、市税等コールセンター業務委託では、県に創設
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されました、ふるさと雇用再生基金を活用して、平成２２年１月から電話オペレーターに

より、自主納付の呼びかけを徹底することで、収納率の向上と公平性の確保を図り、新規

滞納者の発生を抑制することを目的に、その業務委託料を計上しております。 

 次に、１７ページからの３款民生費につきましては、引き続き高齢者や障害者、障害児

に対する各種保健福祉サービスを総合的、計画的に推進していくための予算を計上いたし

ております。 

 特に、１９ページの２段目の高齢者等安全安心在宅支援事業の火災警報器設置助成事業

では、条例で定めた平成２３年５月末までの市内全住宅への設置を促進するため、従来の

助成基準を７５歳以上の２人世帯まで拡大し、設置費の助成を行う経費を計上しておりま

す。 

 次に、２０ページ下段の障害者福祉費の地域生活支援事業では、重度障害者が地域で自

立した生活を送ることができるよう、介護支援サービスの充実を図る経費を計上しており

ます。 

 次に、２６ページの上から３段目の児童措置費の子ども手当支給事業では、次世代の社

会を担う子どもの成長及び発達を応援する観点から、中学校修了までの子どもを対象に、

子ども１人当たり毎月１万３，０００円を年３回に分けて支給する経費２４億７，

０００万円を計上しております。 

 また、同じページ上から５段目のひとり親福祉のひとり親家庭医療費支給事業では、母

子家庭、父子家庭の医療費の一部を助成することにより、保健の向上を図り、その生活の

安定と福祉の増進に寄与するための経費を計上しております。 

 さらに、同じページ下段、児童扶養手当支給事業では、８月１日以降に、支給対象が父

子家庭にも拡大されますので、拡大分を増額計上しております。 

 次に、２７ページからの上から３段目の児童福祉施設費の市立保育所管理運営事業では、

老朽化している宮市保育所の改築のため、実施設計を行う経費を計上いたしております。 

 また、同じページ、下から２段目の児童福祉施設費の留守家庭児童学級運営事業では、

かねてより保護者からも強い要望のあった保育時間延長に対応するため、一部ふるさと雇

用再生事業を活用し、指導員報酬及び指導員補助賃金の増額を計上いたしております。 

 次に、２９ページからの４款衛生費でございますが、３０ページ上段、母子保健対策費

の妊産婦保健指導事業の妊婦健康診査事業では、昨年度に引き続き、妊婦健康診査の公費

負担を行うことにより、妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図り、安心して出産

できる環境づくりのための経費を計上いたしております。 

 次に、３１ページ中段、環境衛生費の大光寺原霊園管理経費では、災害により流出し所
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有不明となった御遺骨及び遺留品を埋葬するため、合同慰霊碑を建設する工事費を含む経

費を計上しております。 

 次に、３２ページの上段、その他環境衛生経費の地域共同墓地災害復旧事業補助金では、

災害に遭った地域共同墓地の復旧を円滑に行うため、地域共同墓地の管理を行う団体に対

して補助を行う経費を計上いたしております。 

 次に、３３ページの上から７段目、塵芥処理費の廃棄物処理施設建設事業では、現在

２カ年計画で行っております廃棄物処理建設予定地を含む周辺の用地整備を行うとともに、

施設整備・運営に係る設計・施工の管理の業務委託を行う契約モニタリングに係る経費を

計上しております。 

 次に、３４ページからの５款労働費でございますが、３５ページから３６ページまでの

緊急雇用創出事業では、「おいでませ！山口国体・山口大会推進事業」ほか５委託事業と、

庁舎清掃業務ほか１５業務の直接実施事業を計上しております。 

 次に、３７ページからの６款農林水産業費でございますが、３９ページからの農地費の

農地等災害復旧支援事業では、３月補正でも計上しておりますが、引き続き被災した農

地・農業用施設のうち国の補助対象にならないものの復旧について、市が支援する経費を

計上しております。 

 次に、４１ページ上から４段目の林業振興費の小規模治山事業では、崩壊のおそれのあ

る山林から市民を守るため、小規模な治山工事で豪雨により崩壊した森林を早期に復旧す

るための経費を計上しております。 

 またその下、林地崩壊防止事業では、山林の安定を図る矢筈、谷止工の経費を計上して

おります。 

 次に、４３ページからの７款商工費でございますが、４４ページの上から５段目のその

他商工振興費の売れるものづくり支援事業では、新規性・独創性のある商品、技術の販路

拡大を図る事業者に対し、助成を行う経費を計上するとともに、商店街街路灯電気料補助

金では、商店街のイメージアップを図り、防犯及び交通安全に効果を上げ、市民生活の安

心・安全を図ることを目的に、商店街が所有、負担する街路灯の電気料金の一部を予算の

範囲内において補助する経費を計上しております。 

 次に、４５ページ上段の観光費のまちの駅「うめてらす」管理運営委託ほかでは、本市

の観光交流、回遊拠点施設として建設しました防府市まちの駅「うめてらす」につきまし

ては、防府市観光協会を指定管理者とし、施設の管理運営を委託する経費を計上するとと

もに、４月２９日のオープニングイベントを開催する経費を計上しております。 

 次に、４６ページからの８款土木費でございますが、下から２段目の建築指導費の建築
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指導関係経費の住宅・建築物耐震化促進事業では、地震に対する住宅・建築物の安全性の

向上を図るため、住宅・建築物の耐震診断と住宅の耐震改修を実施する方に対する補助金

を計上しております。 

 次に、４７ページの上から２段目の街路整備事業では、橋りょう健全度把握調査及び長

寿命化修繕計画策定では、市道にかかる橋梁の安全性確認の調査結果をもとに、予防的な

修繕及び計画的なかけかえを実施するための計画を策定するため、所要の経費を計上して

おります。 

 次に、４８ページの上から２段目の都市計画関連事業の景観計画策定では、景観法に基

づき、本年度から２カ年の景観計画を策定する経費を計上しております。 

 次に、その下の街路整備事業では、引き続き宮市国衙地区修景整備事業により、防府信

用金庫宮市支店から宮市本陣兄部家までの電線類地下埋設及び道路修景整備経費を計上す

るとともに、国分寺地区の道路修景等整備に着手する経費を計上しております。 

 次に、５１ページからの９款消防費でございますが、同じページ上から３段目の消防施

設費の三田尻分団消防器庫新築事業では、消防団の充実強化の一環として、旧労働会館跡

地に三田尻分団消防器庫を新築移転する経費を計上しております。 

 また、同じページ下段の水防費の水防関係に伴う経費の佐波川洪水ハザードマップ整備

事業では、平成１１年に公表した佐波川ハザードマップについて、国が見直しを行いまし

た浸水想定区域の調査データに基づき更新を行う経費を計上しております。 

 次に、５２ページからの１０款教育費でございますが、引き続き小・中学校施設の整備

促進に努めてまいりますとともに、学校教育の充実、生涯学習環境の整備を行ってまいり

ます。その主なものといたしましては、５２ページ下段の教育指導費のコミュニティ・ス

クール推進事業では、保護者や地域住民の参画を得ながら、よりよい教育の実現に向けた

方策の研究に係る経費を計上いたすとともに、小中一貫教育課程研究事業では、富海小・

中学校の一貫教育の実現に向けて、教育課程等の研究に係る所要の経費を計上しておりま

す。 

 次に、５３ページ上段の小学校費及び下段の中学校費の学校施設耐震化等事業では、小

学校１１校、２３棟、中学校４校、６棟の第二次耐震診断を実施するとともに、右田小学

校の校舎１棟については、改築に向けた耐力度調査を実施する経費を計上しております。 

 また、同じページ２段目の小学校費の教育振興費及び５４ページ上段の中学校費教育振

興費の新学習指導要領関連教材教具整備では、新学習指導要領の実施に対応するため、武

道に必要な畳などの必要な教材等を整備する経費を計上いたしております。 

 また、５４ページ上から２段目の騒音防止対策事業費の華西中学校防音事業講堂改築事
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業では、本年の６月に向けて工事を進めておりますとともに、完成後は旧屋内体育館の解

体及び周辺整備に要する経費を計上しております。 

 次に、５５ページ上段から３段目の文化財費の周防国府跡ほか発掘調査事業では、新た

に国衙史跡公園の発掘に着手する経費を計上しております。その下の史跡萩往還三田尻御

茶屋英雲荘保存修理事業では、平成８年度から事業を進めてまいりましたが、本年度で建

物の保存修理の完了を目指すとともに、旧管理人小屋解体工事費を計上しております。 

 次に、５６ページ上から２段目の社会教育施設費の天体観測施設整備事業では、天体観

測施設の実施設計に基づき、青少年科学館ソラールの敷地内に天体観測施設を整備する経

費を計上しております。 

 次に、５７ページ下段の学校給食費の学校給食事業の小学校給食食器更新事業では、食

器の材質や種類について見直しを行い、段階的に更新を進める経費を計上しております。 

 次に、５８ページ下から２段目の体育施設費の体育館ソルトアリーナ防府等運営委託で

は、ソルトアリーナ防府は５月上旬に供用開始を予定しており、陸上競技場、武道館と合

わせて指定管理者による管理運営経費を計上するとともに、体育館完成記念事業では供用

開始年度はオープニングイヤーとして、各種のスポーツ大会を開催することとしておりま

すので、その一部を助成する経費を計上しております。 

 次に、新体育館建設経費の体育館解体工事・北側運動広場整備工事では、現在の体育館

を解体し、北側運動広場の整備に係る経費を計上しております。 

 最後に、５９ページ、１１款災害復旧費でございますが、平成２１年度事業と切れ目な

く、道路、河川、農地、農業用施設等の早期復旧に係る経費を計上しております。 

 以上、平成２２年度防府市一般会計予算の概要並びに主な新規事業や拡充した事業及び

主要事業等について御説明申し上げました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  それでは、これより質疑に入ります。 

 まず、歳出の１款議会費、２款総務費、３款民生費、４款衛生費についての質疑を求め

ます。事項別明細書のページで申し上げますと１９４ページから３６５ページまででござ

います。２３番、久保議員。 

○２３番（久保 玄爾君）  予算にいつも上がって、総務部になるんでしょうけど、性質

別内訳表の人件費の説明のところで、増減率がマイナス２．４ということで、この説明の

折に職員の減というふうに言われましたが、職員を今後ともずっと減らしていくのかどう

か。私、ちょっと一般質問をこの前やりまして気になっとったんですけど、職員が既に減

ったのか、それとも、政策としてどんどん職員を削っていくのか、その辺をちょっと説明

をお願いしたいと。どうですか。 
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○議長（行重 延昭君）  ちょっとはっきり、すみませんが。要点をもう一度お願いしま

す。 

○２３番（久保 玄爾君）  だんだん年をとるとそういうふうに、しゃべるほうも聞くほ

うもなんでしょうけど。（「もうちょっと大きい声で言うてください」と呼ぶ者あり） 

 人件費の２．４％の減の説明のときに、退職者が増えるということと、退職者の減です

かね。退職者と職員の減ということでマイナス２．４になったということなんですが、職

員を今後とも減らしていかれるのかどうか。 

 実は、この前の一般質問で職員が、マンパワーとしての職員が足りなくなるんじゃない

かということを申し上げましたけど、それについて、そういう政策的に職員を減らしてい

くのかどうか。それをちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  それでは、お答えをいたします。 

 まず最初に、説明のありました予算参考資料２ページの人件費でございますが、御指摘

のとおり２．４％の減というふうになっております。これは先ほど申し上げましたように

退職手当の減、それから当然職員が若干減ってきますので、その経費が落ちたということ

でありますが、今後の職員数でありますが、さきの一般質問でもお答えをいたしましたと

おり、私ども現場といたしましては、今回の災害を受けたことによりましても、それらも

ろもろ検討いたしまして、いわゆる職員数については、まあ言葉はどうかわかりませんが、

これが限界かなというふうには感じております。 

 ただ、今後、その新たな事業の県からの移譲、国から等々は今からありますので、その

辺を含めて、今後はそういったもろもろを含めた中で職員数は定めていかなきゃならない

というふうに考えておりますので、端的に申しますと、もうこれ以上はちょっと業務を考

えても減せないということは私は感じております。 

○議長（行重 延昭君）  ２３番、久保議員。 

○２３番（久保 玄爾君）  総務部長はそう思われると。市長はどう思われていますか。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  職員数につきましては、私も基本的にそういう考え方であるこ

とは、さきの議会でも答弁申し上げたと思います。１３年行革において、行政改革委員会

から民でできることは民でというような答申をいただいて、それに沿ってかなりの急カー

ブで９００人いた一般職が今７４０名体制ぐらいになっておりますが、これからはそんな

わけにはいかないと実は思っております。ただ、機械化が進んできたりとか、あるいは反

面、国・県からの事務移管が行われてきたりすることによって、増減ということもあろう
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かと思いますけども、無駄な職員を配置するようなことは厳に慎まなければならないと思

っておりますが、急激なカーブを描いてこれから職員が減っていくということは不可能で

あると私どもは考えております。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  今、全体のことについて聞いてよろしいのでしょうか。全体

の構成とか、そういったことについては。 

○議長（行重 延昭君）  全般といいますより、１款から４款までの全般については結構

でございます。 

○２５番（伊藤  央君）  予算の構成なんかについては、どこで聞いたらいいんですか、

最後のほうで聞くんですか。 

○議長（行重 延昭君）  総務関係の中でいかがですか。 

○２５番（伊藤  央君）  今でよろしいですか。繰越金なんかの話も入ってきますが、

ここでやってよろしいですか。歳入でやったほうがいいですか。 

○議長（行重 延昭君）  歳入全般につきましては、後に質問を受けることにしておりま

すが。 

○２５番（伊藤  央君）  ちょっと全体にかかわることの歳入に関してはちょっと後で

お聞きします。一つ、物件費の構成比なんですが、参考資料の２ページ、歳出性質別内訳

表がございますが、物件費が増減が額でいうと１５．１％増えて、構成比として１２．

５％になっております。中を見ると、委託料が上がっているということが要因なんでしょ

うけども、この点について、どういう要因が一番大きかったのか、委託料について、それ

からそれ以外にその物件費を上げる要因があったのかをひとつお聞きいたします。 

 それと、この参考資料の１５ページ、３段目、地域コミュニティ検討協議会委員謝礼ほ

かという部分でありますが、先般、第４回だったと記憶しておりますが、地域コミュニテ

ィ検討協議会が開催され、私もちょっと傍聴させていただきましたけども、これについて

議会に全くこれまで説明がなされておりません。で、このことについて、今現在の状況と、

この２２年度についてはどこまで議論が進むのかと、これについて教えてください。 

○議長（行重 延昭君）  財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  物件費が非常に増えているということで、物件費について

は１５％の伸びを示しているわけですが、これにつきましては、物件費の中の主に委託料、

これが主に増えております。約５件近くの委託料の増なんですが、例えば今回新体育館、

こういったものが今まで補助費的なものだったんですが、今回１億円弱、新体育館に委託

料を計上いたしております。それとか、まちの駅に約２，０００万円、それからし尿処理
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の関係で約３，０００万円、それと牟礼・佐波小学校給食委託料で約２，０００万円、そ

の他、今回、ふるさと雇用関係で、これが委託料で組んでおりますので６，０００万円の

増、それと妊婦健診委託料、これが６，０００万円増と、こういったものが委託料のほう

に計上いたしておりますので、今回このような性質別内訳でそのようになったということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  地域コミュニティについてのお尋ねでございます。 

 事項別明細書で言えば２３５ページですか、これのほうには記載をいたしておりますが、

２２年度においては、この検討協議会を３回、今、予定をいたしております。２１年度に

おきましても、御案内のとおり既に４回ほど、今、実施をいたしておりますが、今後はこ

の間の協議を、本来なら１年間で、ある程度の方向づけがいただけるかなというふうには

考えておりましたが、なかなか地域におかれましても、あるいはいろんな組織が今入って

いただいておりますので、それぞれのお考えがあるという中で、なかなかその結論までは

至らなかったということの経緯もございましたので、２２年度におきましても、さらに御

協議を重ねていただいて、２２年度中にはモデル地区の選定ぐらいまではちょっといきた

いなというふうには考えております。 

 全体のスケジュールとしては、今そのぐらいのことを考えているところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  やはり物件費を上げた主な要因は委託料だということであり

ますが、物件費と人件費が並んでおりますんで、先ほどの２ページを見てみますと、人件

費が２１年度に比べて１億８，８００万円何がし減ってると。しかし物件費が６億円以上

増えたということで、人件費の削減、あるいは職員数の減をこれまで行革の成果というこ

とで市としては喧伝、もしかしたら市長として喧伝されてきたように思われますが、果た

してそれが従前たる行革の成果なのかということが非常にこの部分だけ見ても疑わしいな

というふうに感じるんですが、このことについてどういう御認識を持たれておるか、ひと

つお聞きします。 

 それと、ただいまの地域コミュニティ検討協議会ですが、結論が出なかったということ

で、２年、これからもやっていくということなんですが、これは市として望む結論が出る

までやるというふうにちょっと感じとれますけども、こんなものは要らないということで

皆さんが結論を出されたら、それでいいということでいいのか。 
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 それとひとつこれの構成されているメンバーですね、ちょっと地区に隔たりがあるとい

うか、どちらかというとまちなかの中心部分にある地区の方が多いというふうに感じてお

ります。で、地域コミュニティ検討協議会、これ、一番大きな議論というのは補助金のと

ころじゃないかと思うんですけれども、その補助金が例えばその人口割の考え方が入って

くると、大きな影響を受けるのは、むしろ人口の少ない周辺部の地域であろうと予想され

るわけです。で、ここに例えば富海とか小野地区とか、そういった地区が入っていないと

いうのはどういったことからなのかということもお聞きしておきます。 

 以上、お願いします。 

○議長（行重 延昭君）  財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  人件費が減った割には物件費、特に委託料ですが、多いの

ではないかということでございますが、これにつきましては、当然年度間の平準化といい

ますか、こういったものがございます。当面、今年度たくさん必要なものもあるでしょう

し、来年度もあるでしょうし、そういった要因もございます。 

 それと、今回の委託料がかなり増えたものについては、行革そのものも関連がございま

すけれど、約５億円、先ほど申し上げましたけれど、そのうちのほとんどは行革絡みでは

ないものもかなり含まれております。特に行革でおっしゃるのは、クリーンセンターの関

係とか、あるいは給食、あるいは学校用務員さんのことだろうと思うんですけれど、これ

については今からちょっと分析してみないとよくわかりませんけれど、当初の、今ホーム

ページで出しておりますものについては、それぞれ２２年度目標ではかなりの数値の行革

効果が出ているということは間違いございません。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  お答えを申し上げます。 

 まず、市として結果ありきではないかというふうなお尋ねだったというふうに理解して

いるんですが、私どもがいわゆる行革推進会議からの提言を受けまして、こういった問題

がどうだろうかということで、実はそういったことを受けまして、この検討協議会を立ち

上げたわけでございますが、必ずしも我々は結果がこうなければいけないよということま

では望んでいるわけではございません。むしろ今メンバーのこともございましたが、今地

域にいろいろ協議会とか団体がございますが、それらの団体を全部協議会には入っていた

だいているということで、例えばもちろん医師会連合会をはじめ、社会福祉協議会等々、

あるいは老人クラブ、青少年会議とか、いろいろな組織の代表の方は入っていただいてお

りますので、その中ではお話は集約できるかなというふうには考えております。 
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 いずれにいたしましても、我々結果がこうでなければならないということは考えており

ませんので、じゃあこういった検討協議会の中で、こういった方向がいいねということが

出てくるんであれば、我々もそれはその結果について検討することは必要になってくるだ

ろうし、先ほどちょっとありましたように、補助金だけが、いわゆるその補助金の削減だ

けが私ども決して目的ではございませんので、むしろ地域において、新たな地域の組織が

一本化されるとしたならば、例えば地域でこういった新たな事業をやってみたいよとかい

うことになれば、当然そういった、いわゆるちょっとこれは仮でございますけど、運営経

費とか、そういったものは新たに地域に差し上げるといいますか、それは今後考えられる

話だというふうに私は思っています。 

 以上であります。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  ちょっと財務部長の答弁よくわからなかったんですが、ここ

にちょうど２ページに１８年度からの予算額の推移が出ておりますので、見ますと、

１８年度から２２年度まで比べると人件費は大体５億円ぐらいですかね、下がっている。

しかし物件費を見てみると７億円ぐらい上がっているということで、その人件費を下げる

ということが行革について、本当に大きな効果を発揮しているのかが非常に疑わしいなと

いうふうに感じておりますので、行財政改革についても、視点を変える必要があるなとい

うことをお願いしておきます。 

 それ以外にでも、例えばこの中に、正職員を少なくして業務委託による部分を増やして

いくという流れがあるんであれば、例えば最近言われている同一業務同一賃金とか、雇用

形態の問題とかについて、逆行している部分があるんではないかということも考えられま

すので、この部分は明らかにしていただきたいということと、行革効果についてもはっき

りと示していただきたいと。今できなければ、それはこれからで結構でございます。 

 それと、今の地域コミュニティ検討協議会に関することでありますが、補助金を減らす

だけが目的ではないということであるんですが、だけということは、やっぱり補助金を減

らすことが目的の一つということでよろしいのかなというふうに感じましたので、それを

もう一回お聞きしておきますけども、いずれにしても、これによって起こる影響というの

がかなり地域的に差があると感じております。で、今地域によってやりたいことがあった

ときに、それに使えるようにということですが、総額が決められていて、それでやりたい

ことがあって、それが総額を超えちゃうようなことがあったりとか、例えば突出した原因、

どこか物すごい我慢しなきゃならない。でも増やすところはどうしてもやらなくちゃいけ

ないというときに、逆に総額が決められておると新しいことができないということにもつ
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ながりはしないかということを懸念しております。この点についてはいかがかということ

を最後にお聞かせください。 

○議長（行重 延昭君）  副市長。 

○副市長（嘉村 悦男君）  委託料が増えた云々ですが、今財務部長が説明しましたよう

に、緊急雇用等で６，０００万円とか妊産婦で６，０００万円とか、そういった新たな要

素も入っているということも事実でございますし、壇上で御説明申し上げましたが、いわ

ゆる新体育館、まちの駅等も入っているということでございます。 

 それと、行革については、行革の委員会、あるいは本部の推進会議のほうで個々のいわ

ゆる効果については、その業務について、効果額をきちんと発表いたしております。その

業務のこれまでの経費といわゆる改革をした経費といったものをきちんと発表いたしてお

ります。今手元には持っておりませんが、委員会等できちんと御説明を申し上げていきた

いというふうに思っております。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  補助金等々のお話でございますが、先ほども申しましたよ

うに、総額で今の地域、多少今は算定方法は使用回数とかもろもろで今計算をしておりま

すから、当然その地域差はあるわけでございますけど、その考え方そのもののことは変え

る予定もございませんし、総額でこの金額を切っていこうというふうな考えもありません

ので、むしろこれからは、例えば電灯の補助金等々のお話につきましても、地域からの要

望も出ておりますから、こういったことも地域全体で、例えば通学路に、ここに電灯が足

らないねとか、いろいろ小さな自治会を越えた話も出てくるだろうというふうには想定さ

れますので、例えばですけど、そういったことでも大きな地域で、じゃあ全体ではどこが

要るんだというふうなことになれば、そういったことも当然やっていけるんじゃないかと

いうことで、大きな地域の中で、本当に地域として必要なこと、必要な事業をやっていた

だくようになっていくのがいいのではないかという中での発想でございますから、決して

その補助金が下がるというのが目的ではございませんので、その辺だけは御理解をいただ

きたいというふうに思います。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  ２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  それでは、ちょっと総務委員会で聞いてもいいことかもしれま

せんが、すべての議員さんにも知っておっていただきたい項目もありますので、総括に関

することと、民生費、衛生費に関して若干の質問をさせていただきます。 

 まず、当初予算をるる説明がありましたが、私なりの評価をいたしますと、２２年度予

算は３６８億円で対前年度比９８．４％、１．６％の減という説明がありましたが、子ど

－86－ 



も手当の実施増１７億３，０００万円、あるいは華西中学校、あるいは三田尻御茶屋の継

続事業、あわせて約３億２，０００万円、体育館の解体等で３億３，０００万円、災害復

旧費の増で、これまた３億３，０００万円、あるいは職員減らしの見返りや指定管理者へ

の委託料、国の緊急経済対策等による物件費や報酬の増等６億５，０００万円を除きます

と３３４億円強でございまして、前年度予算額３７４億円に比較いたしまして約８９．

４％、１０．６％という減でありまして、まさに夢も希望もない冬眠状態の予算であると

言わざるを得ません。 

 そこで質問いたしますが、１２月議会でも質問いたしましたが、義務的経費は前年度予

算の範囲内で見積もるよう指示が出ておりましたが、義務的経費で計上を見送られた部分

があるのか、そうすると予算額が少しは増えるんかなという思いがしますが、あるいは全

額積んであるのかということをまず一点、お伺いをしたいと思います。 

 それと、予算総額は約６億円の減額、一方、義務的経費は約２０億円増加をいたしまし

て、予算に占める割合も、義務的経費の占める割合ですけども２１年度は４９．７％から

２２年度は５５．８％と、確実に硬直化が進んでおりますが、当初予算で試算をいたしま

して、経常収支比率は２１年度と比べてどのように推移をしておるのか、お尋ねをしたい

と思います。 

 そして、個別のことですけれども、民生費の予算説明書の２８７ページ、心身障害者本

人部会運営支援業務委託、これはふるさと雇用再生事業を使っているわけですけども

５９７万３，０００円、何をだれに委託するのか、そして何人の雇用を予定しているのか

お尋ねをします。そして、ふるさと雇用再生特別基金事業は、この事業の終了後も事業継

続が見込まれる事業をしなさいということになっておりますが、この基金事業が終わった

段階では、だれが事業主体となって引き継ぐのかお尋ねをしたいと思います。 

 次、３０１ページの地域子育て支援事業費の補助金１，３６２万７，０００円ですけれ

ども、昨年度の予算書にはどうもないんで新規事業かなとも思ったりもするんですが、事

業の内容についてお尋ねをいたします。 

 それから、３１３ページ、留守家庭児童学級運営業務委託料、これが昨年の９４８万８，

０００円から２，０７８万３，０００円と大幅に伸ばしてありますが、去年聞いたのか、

あるいは聞いてないのかわかりませんが、質問したのかもしれませんが、まず留守家庭児

童学級の運営をだれに業務委託をするのかお尋ねをしたい。そして、それが極端に伸びた

理由をお尋ねをしたい。そして、これにも５００万６，０００円のふるさと雇用再生特別

基金事業が当たっておりますが、これもこの今の２，０００万円の中に包含されているの

かどうか、そして包含されているとしたら、このふるさと雇用再生特別基金事業で何人の
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雇用を予定しておられるのか、そしてそれで雇われる人は通常の留守家庭児童学級の指導

員の報酬と同じ額で、かつ１００％国庫補助金と解してよいのかをお尋ねをいたします。 

 そして、民生費の最後ですけども、３２３ページ、被災者住宅支援対策補助金８１６万

円が計上されておりますが、もしや去年の災害で被災をされた人の家賃手当とかかなとも

思ったりするんですが、もしそうだとあれば、なぜ副市長は予算説明の段階で説明をされ

てなかったのか、あくまでこの制度は、この制度というかその制度であれば、３月３１日

で一応終わるわけですから、あえて４月から引き続いてやるのならば、ちゃんと説明があ

って、議会の了解も求めるべきであるというふうに思いますが、もしその事業ではないと

するならば、この事業は何なのかをお尋ねをいたしたい。そして、この事業であるならば、

ちゃんと再度詳しく説明をしていただきたいというふうに思います。 

 それから、衛生費、３３９ページですけども、地域共同墓地災害復旧事業費の補助金

５００万円ですけども、これはどこに対して補助をするのか、あるいは補助率はどうなっ

ているのか。そして、なぜ今なのか。もうほとんど復旧は終わっているんじゃないかなと。

そのまま今現在、平成２２年度もほうたっておるんではないんじゃないかと。もし終わっ

ておるとすれば、過年度の補助金を新年度で出すというのは財務会計法上、適切かどうか

ということをお尋ねをいたします。 

○議長（行重 延昭君）  何点かありましたが、順を追ってお願いします。財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  私からの、２つあったと思うんですが、１点目が義務的経

費は前年度予算の範囲で見積もるように指示していたが、幾ら積み残したかということと、

もう一つは、経常的経費の御質問だったと思うんですが、まず義務的経費は前年度予算の

範囲で見積もるように指示したが、幾ら積み残したかということですが、結論的には私は

積み残していないと思っております。 

 義務的経費につきましては、２１年度と２２年度を比較しますと、皆様方のお手元にお

配りをしております当初予算の概要、これの３０ページを示してございますが、これにつ

いて、義務的経費については対前年１９億５，１００万円の増となっております。これは

確かに１０．５％の増ですが、その内訳を見ていただきますと、人件費は約１億８，

８００万円の減、それから扶助費は２２億４，７００万円の増、公債費は１億７００万円

の減ということでございまして、扶助費が突出して大きくなっております。これが２２億

４，７００万円ですが、先ほど土井議員さんの質問の中でございましたように、このうち

の２２億円のうちの１７億円が子ども手当に絡むものでございます。そうすると残りが

５億円なんですが、これについては扶助費が５億円、今回増えております。扶助費につき

ましては、同じ予算概要の３ページです。３ページの扶助費に今回８９億３，２５５万１，
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０００円の計上になっておりますが、これはここに注釈で書いておりますように、子ども

手当の創設や障害者福祉費の増等により、増加しておるということで、これを今、この中

８９億円のうちの約１７億３，０００万円の扶助費があるわけですが、それを差し引きし

ますと約５億円の増になるんですが、その内訳については、例えば生活保護費、これが約

８，３００万円増えています。それとか児童扶養手当が４，９００万円増えております。

それとか介護訓練の給付、デイサービスとか、こういったものが２億８，８００万円増え

ております。 

 こういったことで、子ども手当を除きますと扶助費については８．４％の増になってい

ると。こういう流れの中でこういうふうに扶助費が増えておると。そうすると、義務的経

費についても全体的に増えておるということで、ほかのものについては、ある程度の抑制

はしておるんですけれど、そういった内容で増えておるということで御理解いただきたい

と思います。 

 それと、２点目の経常収支比率はどうなるかということですが、正確な数字は２１年度

はまだ出ません。決算統計がなされないと出ません。２０年度が９５．９％でございます。

そうすると、２１年度、２２年度はどうなるのかという御質問でございますが、２１年度

については、今回同じような９５．９％で私は推移すると見ております。これは決算統計

をやってみないとわからないんですが、２２年度については、これは分母がかなり増えて

きた。例えば、一つ、交付税につきましても９億円増えておる。臨時財政対策債にしても

４億８，０００万円増えておる。税が６億６，０００万円減ったんですけれど、逆にそう

いったものは増えているということで、全体にして分母が５億円か６億円ぐらい増えるだ

ろうということでございます。それに分子のほうも、これは分子は経常収支比率は経常収

入に占める経常的な支出でございますが、これらも大体２１年度並みに推移すると思いま

すので、分母がその分増えただけ若干９５．９より落ちるのではないかというように見込

んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  まず最初に、２８７ページの心身障害者本人部会運営

支援業務委託料、これが何をだれに委託するのかということでございますが、これは心身

障害者の活動の場を今一応本人部会という名前をつけているんですけれども、そういうふ

うなものを立ち上げて、その運営を支援し、障害者同士が話し合う場や活動の場をつくる

ことにより、障害者の余暇の充実を図るということを目的に相談事業等を行っていただく

ようになっております。これは、向島にあります障害者の福祉施設の「ゆうあい」さん、
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ここに委託することになっております。それと、これはふるさと緊急雇用が切れた場合に

どうなるかということになりますと、「ゆうあい」さんが引き続き御自分でやっていただ

くというふうになっております。 

 次に、３０１ページの子育て支援事業の補助金ですが、これは２年間の安心こども基金

を使った事業というふうに今覚えていますが、まず３点ございます。シルバー人材セン

ターが商店街の空き店舗を活用して子育てサロンを開かれるというのが１点、それとＮＰ

Ｏ法人「さぽーとねっと防府」といいますか、ここが子どもの職業体験づくり等々でさま

ざまな行事をやられるというふうに聞いております。冊子等もつくられるそうです。それ

と、ＮＰＯ「さぽーとねっと」が子育てに関する研修会を開くと、こういうことでこの金

額を上げております。 

 それと３１３ページ、留守家庭児童学級運営業務委託料が伸びた理由、だれに委託をす

るかということですが、委託は、これは小野の留家児と玉祖の留家児と右田留家児、向島

留家児の４つをＮＰＯ法人の「さぽーとねっと」、ここに委託しております。伸びた理由

につきましては、ここも５時４５分までの延長をお願いしますので、いわゆる補助員を増

やしていただくと。 

 それと、正式におられる指導員、これの賃金を市も上げておりますので、報酬といいま

すか、市のほうも上げておりますので、こちらのほうも上げたということで、１，

０００万円近く伸びておるということでございます。 

 それで、このふるさと雇用の５００万６，０００円も、この２，７１８万３，０００円

の中に入っておりまして、これは４館ですから４人だと思います。仕事内容は、あくまで

も正式な指導員の補助員さんということで雇っております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  それでは、民生費の中にあります被災者住宅支援

対策補助金８１６万円でございますが、これは議員御指摘のように、昨年被災されました

民間住宅へ入居されている方、１７件いらっしゃいます。その方々に対しまして、住宅の

復興等がまだ時間がかかるということの中で、引き続き平成２２年度も支援を続けていく

という内容でございます。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  生活環境部長。 

○生活環境部長（古谷 友二君）  ３３９ページにございます衛生費の中で、負担金補助

及び交付金でございますけれども、この中の地域共同墓地災害復旧補助金ということでご
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ざいます。 

 それで、この地域共同墓地はどこかということでございますが、該当しているのが久兼、

和字、真尾にございます、この３カ所です。 

 それで、補助率でございますが、工事費など対象経費の２分の１を考えております。一

応限度額は２００万円ということです。 

 それで、なぜ今ごろなのかということでございますけど、昨年、市営墓地、それから墓

園、これを対象に復旧工事に当たってきたわけでございますけれども、一応その共同墓地

というものについて、早急に地元の方はやられるという考え方が最初はございませんでし

たので、そのあたりを含めながら地元と協議を重ねてまいりまして、地元でやられるとい

うことは非常に大変だろうということで、他市の状況等も調べました。その結果、こうい

った制度を設けようということで、協議が遅くなったということで新年度に回ってきたと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  ありがとうございました。それでは２回目をしますが、まず心

身障害者本人部会運営支援業務委託料ですけれども、何人の雇用を予定しているかという

ことをちょっと答えをもらっていなかったと思うんですが、そしてその同じ人数をこの事

業が終わっても「ゆうあい」は引き続き雇用するというふうに解釈をしなければならない

んですが、それでよろしいかどうか。 

 そして、もう一点は、この事業は心身障害者の活動の場の確保であるとか、あるいは相

談機能とかいうようなことでしたが、委託をするということは、本来市の業務を委託する

のが委託なんですが、これが本来、市の業務と本来業務であるというふうに言えるのかど

うか、ちょっとお尋ねをしたいというふうに思います。 

 それから、３１３ページの留守家庭児童学級の運営業務委託料ですけど、ちょっと聞こ

えんかったんですが、向島だけ聞こえたんですが、あと３館はどこなのか、そしてそれは

どういう団体に委託をしているのかということをお尋ねをしたいというふうに思います。 

 それと、衛生費につきましては、今現在、その３カ所というのは、工事は終わってない

というふうに、新年度予算で上がっているわけですから、解釈をせざるを得ないんですけ

ども、それで間違いないのか。 

 そして、そこまで面倒を見られるのならば、ついでに９月議会でしたか、ぼくらも決議

をしましたが、被災された方に見舞金を出してはどうかという決議もしたんですが、翌日

だったか、山口新聞を見ますと、とんでもないことが書いてありましたが、市長が物すご
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く怒っているというようなことも、記事が、してありましたが、その人たちにいまだ復旧

がされていなくてとり手ぶってあるんならば、見舞金ぐらい出してもいいというふうに思

いますが、見舞金を出す気はないのかお尋ねをします。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  心身障害者本人部会運営支援業務委託料で委託の人数

ですが、これは１人でございます。それで、こういう事業、相談事業でございますので、

市が本来やるのが本当でしょうけども、なかなかそこまで手が回らないということで、こ

ういうふうなきっかけで「ゆうあい」さんにお願いしたということでございます。それと、

留家児のほうの業務委託ですが、だれにということですが、これはＮＰＯ法人「防府さ

ぽーとねっと」です。 

 それとあと学級ですが、小野の留家児、それと玉祖の留家児、右田の留家児、それと向

島の留家児です。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  生活環境部長。 

○生活環境部長（古谷 友二君）  地域共同墓地の工事状況でございますけれども、まだ

工事に入っていらっしゃらないということです。 

 それから、見舞金の件でございますけれども、このあたり検討してみたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  それで、ちょっと２遍目のときに聞かんにゃいけんかったんで

申しわけないんですが、被災者住宅支援対策補助金ですけれども、現在１７人ほどいらっ

しゃるということですが、これ８１６万円はどういう積算根拠になっているのか。要する

にいつまでを今ここでは考えて計上してあるのかをちょっと２回目のときに聞き忘れまし

たので、お願いをいたしたいのと、２８７ページの心身障害者本人部会の運営業務委託に

ついては、１人の雇用ということでしたが、５９７万円で１人というのは、相当高級な人

だなという感じがしますが、再度ちょっと確認だけ。あるいは５９７万円の人件費とその

他物件費との割合でもあれば教えてください。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  それでは、被災者の住宅支援対策補助金の

８１６万円という内訳でございますが、現在１件当たり月４万円を限度として補助してお

ります。１７件を１年間１２カ月分という積算のもとに算定した金額でございます。 
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 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  事業費の全体額が５９４万２，０００円でございまし

て、そのうち人件費は３４３万６，９２０円という予算を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ほかに。２６番、田中健次議員。 

○２６番（田中 健次君）  何点かちょっとお聞きをいたしますが、まず最初に、予算参

考資料でいくと１１ページに、防災関係で緊急告知ＦＭ放送整備経費４，５８１万２，

０００円というふうに出ております。 

 それで、それよりもこの薄っぺらい当初予算案の概要だと１０ページに、かなり詳しい

説明が図入りで出ておりますので、こちらのほうでちょっと質問をいたしますが、この緊

急告知放送システムというのは、スイッチを入れてなくても、災害でお知らせしなければ

ならない情報があれば、そういったラジオでないと、あるいはテレビでないとだめですけ

れども、そういったラジオであれば、自動的にスイッチが入ってそれが流れると、こうい

うものだろうと思うんですが、ちょっと心配をするのは、ＦＭわっしょいというのは向島

の山頂から電波を流しておって、これはコミュニティＦＭということだろうと思うんです

が、出力が小さいんですよね。だから、車の中では割と聞こえるんですけれども、少なく

とも例えば私の家の中では、入る部屋と、このＦＭわっしょいが入らない部屋が、そんな

鉄筋コンクリートの家ではない、ツーバイフォーでつくった家ですけれども、それでそう

いう状況なわけです。佐波地域の比較的電波障害がないだろうというところですけれども、

そういう状況です。 

 それで、これが今年度モデル地域で右田、小野、勝間と、こうありますが、勝間などは、

まあ電波の状況はいいんでしょうけれども、小野地域などでいけば、向島の錦山から大平

山だとか、そういった山があって、十分にこれが機能するのか、電波が届くのか。 

 それで、これ、去年の９月議会で、災害の後、いろんなことを私も提言いたしましたけ

ども、この緊急告知放送というのはやるべきだと、こういうふうに申し上げましたけれど

も、市内の大型電気店では、いわゆる有名なメーカーの、そういったものが対応できるラ

ジオがあるわけですけれども、それには注意書きがあって、「電波の弱いところではスイ

ッチが入りません」というふうに書いてあるわけですね。そういうことで、ＦＭわっしょ

いさんにお願いして、こういう形でやることがいいのかどうか。 

 去年の９月議会でも、私、申し上げましたが、ＮＨＫのホームページを見ると、ＮＨＫ

は緊急告知放送で、大規模な地震が来るときとか、そういうときにやりますが、そのほか
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に３つぐらい項目があって、３番目が「自治体からの要請があれば、そういうことはや

る」というふうに、ＮＨＫのホームページには出ております。 

 これは、ぜひ電波の状況のいいＮＨＫさんなんかと協議して、きちっとしたシステムを

むしろ築くべきではないかと。で、そのために例えばＮＨＫになると山口県全域というこ

とになりますけれども、市長会なりそういう形で、この緊急告知放送というものはやはり

各どこの市もやはり、今の時代の中でそういうものが必要とされるわけですから、何かこ

ういう形でするということについて、災害の後ですから何とかしたいという、そういうこ

とを対応したいという市のほうの意欲はわかるわけですけれども、何か中途半端なシステ

ムを築くような形になるんじゃないかと、こういうことが懸念をされるわけですよね。 

 それで、ケーブルテレビジョンからも、ラジオの電波をやって、それを緊急告知ラジオ

につないでするというわけですけども、ケーブルテレビの普及率がどの程度なのか、防府

市の場合。 

 そうなると、ケーブルテレビがある例えば小野地区の方はいいけれども、ケーブルテレ

ビが入ってない小野地区の方は、電波の状況で動作がうまくいかないというようなことに

なれば、ちょっとこれは非常に悩ましい問題になるんじゃないかと思うんです。で、この

辺についてのお考えをお聞きしたいと思います。 

 それとあわせてこの緊急告知ラジオを配布しますというふうにありますが、これは当然

というか、多分、有償での配布になると思うんですよね。定価よりも多分、市が補助を出

すという形で、有償での配布になると思うんですが、これはどれぐらいの金額を考えられ

ておるのか、それをまずお聞きをしたいと思います。 

 それから２点目は、予算参考資料の１５ページ、真ん中辺の新規事業で（仮称）市民参

画協働条例検討委員会経費というふうに書いてあります。これはその下にある自治基本条

例ができたという形で、次の形で、次の条例制定という形のものとして必要であるという

ふうに言われておるのが、市民参画に関する条例、それと市民協働条例といいますか、こ

ういう形のものが必要であるというふうに言われております。 

 それで、これまでは、どちらかといえば市民参画条例と市民との協働条例といいますか、

そういうものは別の条例という形で先行している先進市では、別の条例としてこれがつく

られていると。 

 で、市民参画条例については、これは市政に市民が参画する、そういう手段をどういう

形でしていくかというようなものですから、これは比較的につくりやすい形だろうと思い

ます。 

 他方、市民との協働条例ということになりますと、行政がやることはこういうものであ
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る、市民が市民活動としてやるものはこういうものであると。で、業者が協同してやるも

のはこういうものであるという形で、公共がやるものが何か、市民活動でするものが何か、

そういったことの定義づけから進んでいかないと、この市民との協働条例というものはで

きないんじゃないかというふうに思います。 

 そういう形で、この市民参画協働条例という形で、２つを１つにして簡単にできるもの

かどうかいうのが、私はちょっと疑問に感じるので、この辺についての考え方をお聞きを

したいと思います。 

 その２点だけでいいですね、その２点について御答弁願います。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  それではお答えを申し上げます。 

 まず、１点目のいわゆる災害時の情報伝達の手段として、このたび、いわゆるそういっ

たもろもろのことを皆、予算計上をいたしておるわけでございますが、その中でのＦＭわ

っしょいのラジオについてのお話でございますが、これはラジオを切られておっても、ス

イッチは自動的に入るということは間違いございません。そういった機能は持っておりま

す。 

 それから、当然、ＦＭわっしょいのいわゆる受信範囲というのは、もう御存じのように、

市内ではかなり限定をされております。そうした中でも、今、お話のありましたように、

部屋の中によっては多少入りづらいということもあるようでございますので、このラジオ

につきましては、アンテナを補強するということの中で、それをカバーしようということ

を今、計画をいたしておるところでございます。 

 それともう一つ、当然、今のエリアから外れる部分については、今、ケーブルテレビは、

かなり私は、数字はちょっと今、持っておりませんが、野島以外は、ケーブルはかなり浸

透しておるという今、理解の上で、ＦＭわっしょいが聞きとれないところについては、

ケーブルテレビを利用して情報提供するという考えの中で、今回、こういった手法を考え

たということであります。 

 もうこれももちろん、ケーブルテレビから、いわゆるちょっとつなぐ道具が要るんです

が、それをつないでラジオに強制的に入ってくるということになりますので、１００％と

はちょっと言いがたいかもわかりませんが、この両方であるなら、市内大部分は私はカ

バーできるというふうに考えておりますので、まずはちょっとこれで試してみたいという

ことの１つの方法であります。 

 それから、当然今、ラジオ等につきましては、私どもも業者さんと話す中で、はっきり

申し上げまして金額的には今、お聞きしている範疇は１台８，０００円ぐらいするという
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ことのように聞いておるんですが、これを大量に購入すれば、かなり少しは安くなるとい

うことも想定をいたしておりますし、その中で配布でございますけど、いわゆる要援護者

等々につきましては、これは無料で配布をいたします。その他の一般家庭につきましては、

御希望により配布をいたすということといたしておりますし、そうした中で、まことに申

しわけありませんが、購入費の半分程度は御負担いただきたいというふうに今、考えてい

るところでございます。 

 いずれにいたしましても、何らかのやっぱり今の同報系無線を補完するということで、

やってみたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、市民参画条例等につきましては、今、例示いたしておりますように、こうい

った個別条例が今後は出てくるということの中での１つの例でございまして、仮称という

ふうに書いておりますので、それがその参画条例がいいのか、合わせた協働がいいのか、

ちょっとその辺も含めて検討する要素はあろうかというふうに考えておりますので、ちょ

っとその辺はまた検討させていただきたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（行重 延昭君）  ２６番、田中健次議員。 

○２６番（田中 健次君）  こういうことで、そういう形で進められれば、緊急告知のＦ

Ｍ放送もやられるということは評価をするわけですけれども、それで漏れる世帯というも

のも、やっぱりケーブルテレビは、ここの今、議場におられる方がどれぐらいされている

か知りませんけれども、議員の中で雑談的に話すときに、いや、うちはまだケーブルやっ

てないと言われる方もおられますので、そういう方は、この電波の状況によっては入らな

いということにもなりますので、その辺のところについてはどこまでいくのか、いかない

ところはどういうふうなところがあるのかいうところは、今後、事業を進める中で、しっ

かりと検証していただきたいと思います。 

 それで、事業期間は平成２２年度から２４年度ということになっておりますので、今年

度は、今年度というか２２年度は右田、小野、勝間のそういう希望者に対してラジオを配

付すると。２３年度、２４年度で残りの市内の地域にすると、こういうことでいいわけで

しょうか、これが１つです。 

 それから、市民参画協働条例については、まだその辺、余り明確なものがないというこ

とのような感じも受けますので、ぜひその点については他市の事例を参考にしていただい

て、ぜひ検討いただければと思います。その緊急告知ＦＭ放送について、２３、２４年度

がどんなことになるのかというのも、ちょっと御回答いただきたいと思います。 
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 それとあわせて、今年度、右田、小野、勝間でそうやって事業を実施すれば、そして検

証すれば、それなりの問題点もわかると思いますので、やはりそれだけでは不十分だとい

うことであれば、ほか市長会だとかそういう場を通じて、山口県的にそういうことが必要

ではないかという提起をいただきたいと、この辺はこれから先のことですから要望という

ことでお聞きいただければと思います。 

○議長（行重 延昭君）  総務部長。 

○総務部長（浅田 道生君）  今後の計画ということのお尋ねでございます。 

 事業期間を今、３カ年というふうに設定をいたしております。今、御案内のとおり、

２２年度から２４年度まで実施をいたします。今年度は、勝間、右田、小野地区を今、対

象としてお配りするということといたしておりまして、２３年度につきましては、ちょっ

と申し上げますと、これは予定でございますが、牟礼、松崎、向島、西浦、富海、大道、

こういった地区、いわゆる今回の災害でも被害を受けられたというとこにつきまして、一

番今回、被害が大きかったところ、それから被害を受けられたところ、それから最後の年

には、比較的被害のなかったところというふうな選択をさせていただいて、３カ年で実施

をしたいというふうに考えております。 

 それから、もう一点の、確かにこういった電波物でございますから、必ず今の時点で

１００％ということにはなかなか難しいかもわかりませんが、これは今、おっしゃいまし

たように、検証することによって、何らかの補完が必要であるなら、また、次の手も考え

る必要があろうかというふうには考えておりますので、ぜひそういった検証はやることに

いたしておりますので、御理解いただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  ありませんか。 

 ちょっと暫時休憩します。 

午前１１時４６分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午後１１時４７分 開議 

○議長（行重 延昭君）  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 以上で、１款から４款までの質疑を打ち切らせていただきます。 

 ちょっと時間が早うございますが、午後１時まで昼食のため休憩といたします。 

午前１１時４７分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午後 ０時５９分 開議 
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○議長（行重 延昭君）  それでは、おそろいになりましたので、休憩を閉じて午後の会

議を開催いたします。 

 次は、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費についての質疑を求め

ます。事項別明細書で申しますと、３６６ページから４７１ページまででございます。ど

うぞ。２６番、田中健次議員。 

○２６番（田中 健次君）  最初にまず、労働費にちょっと関連するのか、ここではいけ

んのかよくわからないのですが、予算参考資料の３５ページに緊急雇用創出事業という形

で書いてあって、委託事業で３２人、これ、足し算するとですね。それから、直接実施で

計算すると５４人、足し算で、私、間違えているかもしれませんが、そういう形で示して

あって、財源内訳も、きちっとこういう形で示してあります。 

 で、同じような形で出たふるさと雇用再生事業については、３６ページ、その他の労働

関係経費で、ほうふ若者サポートステーション拡充事業という形でふるさと雇用再生事業

が出て、あと、先ほど土井議員が質問された留守家庭児童学級、あるいは障害者対策の事

業がふるさと雇用再生事業という形で示されております。 

 わかりやすいのでいけば、むしろ予算の概要の１７ページで、ふるさと雇用再生事業と

いう形で、先ほどその上２つを土井議員が質問されましたけれども、ここでこうやって書

いてあって、あと各、いろんなところにばらまかれているんですけども、基本的に労働費

関係のそういった国の補助金によるものだと思いますので、ちょっとここで聞かさせてい

ただくんですが、あわせてこのふるさと雇用再生事業で予算の概要という薄い資料でいく

と６，１０６万円、予算額がここで示されております。 

 で、その内訳は予算参考資料で拾いますと、順番に、心身障害者支援事業が５，

５９７万３，０００円、それから留守家庭児童学級事業が５００万６，０００円、それか

ら市有林現況調査事業が１，５０２万９，０００円、それから、これはさっきの総務関係

の予算ですが、市税等コールセンター運営事業が１，７７５万８，０００円、それから若

者サポートステーション拡充事業が１，７２９万４，０００円というふうに、金額を広げ

て、合わせて合計すると６，１００万６，０００円になるんですが、これの財源内訳がち

ょっとこの予算参考資料ではわからないんですよね。それで、国・県支出金が幾らになる

のか、一般財源が幾らになるのかということを示していただきたいというのが一つ。 

 それから、全部で１６人ということですが、心身障害者支援事業が１人で、留守家庭事

業のほうが４人というふうに先ほど答弁がありましたけれども、全部で１６人ということ

なので、あとその３つについて、下３つについて何人になるのか。 

 それから、あわせて、先ほど委託先は一番上が「ゆうあい」で２番目が「さぽーとねっ
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と」というふうに答弁がありましたが、あと下３つについては委託先はどこになるのか、

この辺について御答弁いただきたいと思います。 

 それから２つ目は、予算参考資料の４８ページ、都市計画費ですけれども、ここで新規

事業として景観計画策定という形で、先ほど助役の予算の説明の中では、２２、２３年

２カ年で、景観法に基づくというような言葉があったと思いますが、（発言する者あり）

すみません、副市長です。なかなか頭が切りかわりませんで。副市長のそういう説明があ

りました。 

 それで、これは厚い予算書を見ると、これ２カ年でやって、なおかつ、これ委託という

形で事業が組んであります、景観計画策定というものが。で、景観計画策定というものを

委託でするのがいいのかどうかというのは、ちょっとやっぱり議論しないといけないんじ

ゃないかと思うんですが、例えば、環境の基本計画などは市の職員の方がつくられました。

それから、福祉関係の計画も、基本的に担当の職員の方がつくられて、介護・高齢者の計

画であるとか、それから、この３月末にでき上がるであろう次世代支援計画だとか、そう

いったものは市の職員の方がつくられております。 

 で、この景観計画も、やはり市の職員の方がつくられないと、景観についてどういうよ

うな形のものが本当の、防府市で望まれるのか、そういうことのノウハウが市の職員の中

に蓄積をされないんではないかと思って心配するわけです。 

 業者に委託されれば、確かに細かなところまで目が届くというところはあるかもしれま

せんが、立派な、それで計画がひょっとしたらできるかもしれませんが、行政が計画され

るのを見ておりますと、立派な計画はつくられるけども、それがなかなか実施というのか、

実行されないでそのまま終わってしまうというような形になるんですよね。 

 で、そのことの１つの原因は、やはり市の職員がきちっとそういうものを苦労してつく

れば、そういったノウハウが市の職員の中に残っていくわけですよね。そういう形で、そ

れが具体的な事業展開するときに、細かなところまでいきめがいくというような形になる

わけです。 

 そういう意味で、この景観計画の策定というのは、ぜひ委託ではなくて市の職員がやる

べきではないかと、２カ年でたしか七、八百万円かけるんじゃなかったかと思うんですけ

れども、そういう形でなっておりますが、この辺についてはどうでしょうか。ちょっとこ

れについて御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  私のほうの関係のところで、先ほど田中議員の言われ

ました当初予算案の概要の今の１７ページのふるさと雇用再生事業のうち、産業振興部関
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係が市有林現況調査事業というのがございます。 

 これにつきましては、今、人数は一応３人ということで、一般森林組合のほうにこれ、

委託するわけでございますが、１班を編成ということでございます。それと、委託先は森

林組合です。 

 それと、もう一点が、ほうふ若者サポートステーション拡充事業１，７２９万４，

０００円、これにつきましては、コミュニティ友志会というところに委託をいたします。

事業に従事する労働者は一応、３名の雇用ということでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  今、それぞれ６，０００万円ちょっとのふるさと雇用再生

特別基金関係の事業でございますが、これについては、財源は全額１０分の１０でござい

ますが、県の補助ということでございます。 

 １６５ページを見ていただいたらと思うんですが、予算書の１６５ページですが、

１６款県支出金２項県補助金４目労働費補助金ですが、そこに説明の欄の２番目のところ

に、ふるさと雇用再生特別基金補助金６，１０６万円と、この金額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  それでは、景観計画の作成に当たって、委託では

なく職員みずから計画を策定してはどうかというような御質問だったと思いますが、この

景観行政団体に移行しまして、平成２２年、２３年に予算書でもお示ししておりますよう

に、継続費といたしまして、総額が８５０万５，０００円ということで、２カ年の継続と

いうことで委託料を計上しております。 

 この景観計画の策定に当たりましては、議員からも出ましたように、業者のノウハウを

使って計画を立てるとともに、当然ながら、この策定に当たりましては、庁内での検討委

員会なり、また、計画の策定委員会等をつくって、その中で協議を進めながら、業者のノ

ウハウとともに進めてまいりたいというように考えております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ２６番、田中健次議員。 

○２６番（田中 健次君）  ふるさと雇用再生事業ですけれども、ちょっと私も細かなと

ころまで予算書を読み込んでなくて失礼をいたしましたが、６，１０６万円ということに

なると、これは先ほどから言われておりますけど、２カ年引き続いてやっていくというも

のが基本的な考え方じゃないかと思うんですよね。 
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 ３カ年でお金が来るけれども、１年目は議論になったコールセンターに途中からお金を

突っ込んだということで、あと２年目、３年目は同じような形でいくんではないかと思う

んですが、それでいきますと、去年の３月議会で、このふるさと雇用再生事業について

２１年度の補正予算が最終日に出されたんですけれども、そのときの審議のやりとりだと、

３カ年で１億１，５８０万円使うことができるということなんですが、既にコールセン

ターで５５９万２，０００円、２１年度で使う形になっているわけですね。 

 それで、あと６，１００万円ぐらいを２カ年使うというようになると、この１億１，

５８０万円という金額が足らなくなるというような形になりゃせんかと思うんですが、そ

の辺の関係についてはどういうふうになっておるのか、お示しを願いたいと思います。そ

れが１つ目ですね。 

 それから、景観計画はそういう形で、市の職員も加わるということであればわかりまし

たけれども、景観計画そのものは、古い景観の計画があるわけですよね。景観法が施行さ

れる前の古い景観法の計画があると。 

 で、それを、景観法ができて、防府市が平成２０年の４月１日に、県下７番目の景観行

政団体になったわけですが、その直後の議会の一般質問で、私の一般質問に対して市長が、

今後、３年をめどに計画策定ということですから、この予算は、その３年をめどに計画策

定するという予算なので、それで評価しますが、景観計画を策定すると同時に、景観条例

も当然、景観法の概念に見合ったものに変えていかないといけないんだろうと思うんです

が、この景観計画策定とあわせて景観条例の見直しというのか、そういうことについては

考えておられるんでしょうか。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  今、議員の御指摘のように、防府市の都市景観条

例、現在持っておりますが、この景観計画を策定するということに当たりましては、既存

の景観条例に対しましては、この景観計画に基づく条例への移行も視野に入れて考えてい

きたいというように考えています。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  ちょっと恐れ入りますが、ちょっとその辺の、先ほどの財

源の内訳でございますが、トータル的な３年間でということで計算すると、３年目がちょ

っと足らんのんじゃないかということなんですが、ちょっと時間をいただいて申しわけな

いんですが、今、その資料を手元に持っておりませんので、後ほど答えさせていただきた

いと思います。 
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○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  参考資料の３５ページでありますが、委託事業ということで、

昭和を生かした商店街活性化事業というのが上がっております。 

 この事業の内容と、３人の方は、およそ１年ぐらい雇用するということが書いてありま

すけども、この雇われた方はどのようなことをされるのかという内容をお教えください。 

 それと、４４ページ、５段目の──これはちょっといいです。すみません、また別のと

きにお聞きします。とにかく、それをお教え願えますか。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  それでは、昭和館に関してのお尋ねでございます。 

 これ御承知のように、昭和を生かした商店街の活性化事業ということで、実は昨年の

１１月に天神ピアで企画を展示した昭和展を引き続いて商店街の活性化のためにやってい

こうということで、今、空き店舗を活用して、場所的には、今ちょうど天神銀座商店街、

昔、タネダ家具ですか、そこをお借りするということでございます。 

 具体的には常設展示で、中心商店街との引き続きの連携を図るというようなことでやる

ことに今、しております。常設展示とそれとあとはイベントを行うということの中で、雇

用者を一応、館長が１名、それから受付、パートさんを一応２名の計３名で、これはパー

トさん２名につきましては、一応ローテーションということで、常時２名、館長さんとお

られるというような体制にしていきたいというふうに思っております。 

 具体的には、先ほど言いました常設展示で、昭和に関すること等を御説明もしたり、い

ろいろ御案内もするということの内容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  昭和展が非常に好評だったといふうな、私もお聞きしておる

んですが、これは商店街活性化事業ということで、その間の商店街の売り上げというもの

はいかがであったか。昭和展には多くの方が来られたんでしょうけども、そのことによっ

て商店街の売り上げが上がったのかどうかをひとつ教えてください。 

 それともう一点、そんな大きさのスペースじゃないと思うんですが、果たして、その館

長さんとその御案内の方と２人、常時必要なのかどうか。ちょっとそこの坪数がわかれば、

その広さとあわせて教えてください。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  売り上げがどうであったかという最初の質問でござい

ますが、お聞きするところによりますと効果があったと。いわゆる入館者といいますか、
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それらも大体４，０００人を超えられたというような、これ２週間でございますが、そう

いった実績があります。 

 それと、今、広さ等については資料等を持ち合わせておりませんので、今、ここでお答

えはできません。申しわけございません。 

○議長（行重 延昭君）  ほかにありませんか。２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  それでは、順次質問しますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、緊急雇用創出事業で、子育て支援課の賃金として留守家庭児童学級の傭人賃金が

１，６１７万３，０００円、３６７ページに載っておりますが、これについては全額国庫

のようでございますけども、３０６ページの児童福祉施設費で措置されている人たちと、

先ほどの分と同じことになるんですけども、一緒に仕事をするんであろうと思いますし、

そして賃金単価も、その人たちと同じであるかどうかを１点はお尋ねをしたいと思います。 

 それから、今、伊藤議員も質問されました、昭和を生かした活性化事業ですけども、昭

和館、今もたしか開館をしていると思いますが、今現在、平日で、まあ日曜日でもいいん

ですが、１日何人ぐらいのお客さんがあるのかを教えてくださいませ。 

 それから、田中健次議員もちょっと質問されましたが、ほうふ若者サポートステーショ

ン拡充事業ですけども、今、だれに委託するというのが、答えられたんですが、ちょっと

聞こえなかったんでもう一度お願いしたいのと、どういう仕事を委託するのか。そして、

そのサポートステーションはどこに設置をされるのか。 

 そして、この事業もふるさと雇用ですから、基金事業がなくなったら永続性がないとい

けないということですが、だれがその後は事業主体になるのかを教えていただきたいと思

います。 

 それから、商工費ですけれども、４０７ページの売れるものづくり支援事業補助金

１００万円ですけれども、これの事業内容と、例えばどんな事業者が対象になるのか。昨

年度も事業はあったわけですけれども、去年での例でいくと、どのような人にどんな理由

で補助をしたのか教えてください。 

 それから、４１１ページのまちの駅の管理運営委託料ですけれども、予算書には金額が

幾らかってわざわざ書いてないんですが、私の調べるところ債務負担行為からすると、１，

８９６万５，０００円ではないかなという思いがしますが、その確認をいたします。 

 それと、予算参考資料の４５ページには、まちの駅の管理運営事業として２，２３０万

３，０００円ございますが、それと今、１，８９６万５，０００円であれば、その差額が

３３３万８，０００円になるわけですけれども、それの内訳を教えてください。 

 そして、さらに観光協会の補助金が４１３ページに載っておりますが、これは昨年度２，
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９００万円、ことしは２，８８３万７，０００円とほぼ同額でございますが、我々プレゼ

ンテーションとかいうのを聞きに行ったときに、これは相当、観光協会そのものの事業と

ダブりがあるなという思いがしておりましたが、観光協会の補助金と委託料の中で、ダブ

る事業は精査をされたかどうかをお尋ねをしてみたいというふうに思います。 

 それから、次は土木費ですけれども、４４９ページの景観計画策定業務委託料ですけれ

ども、これはどの地域をターゲットにしてやろうとしておられるのかをお伺いをします。 

 それから、次は細かいことですけども、４４９ページに大道駅施設管理委託料というの

がありますが、昨年が２１６万円、ことしが４０６万２，０００円と、ほぼ倍増しており

ますが、この倍増した理由を教えてください。 

 それから、４５１ページ、仮称ですけども、まちづくり協議会業務委託料、これが昨年

も仮称がついた状態であったわけですが、一体、だれに幾らの金額で、何をいつまで委託

するのか、お尋ねをします。 

 また、そのすぐ下の観光ガイド育成業務委託料も、これも去年もあったんですが、果た

してガイド事業の中で観光ガイド育成業務委託というのもおもしろいなあと思いながら見

ておるんですが、一体、だれに何を委託するのか、お尋ねをしてみたいというふうに思い

ます。 

 それと、これも少し小さいことで申しわけないんですが、４６１ページの緑化推進委員

会の補助金、５０万円から６０万円に上がっておりますが、補助金なんかは本来カットの

対象になるべきところが増えている理由を教えていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  留守家庭児童学級の賃金でございますが、３０７ペー

ジですが、児童措置費の一番上に報酬がございます。報酬で、留守家庭児童学級指導員報

酬、これが出ておりますが、これは正式な指導員ということで雇っておるわけですが、こ

こに上げとるのは時間が長くなりますので、その指導員の補助をするという格好で傭人す

ると。 

 それと、もう一つは、いわゆる障害を持ったお子さんが多くおられるところは、ちょっ

と加配をするというような格好で人数を割り当てております。 

 それで、賃金ですが、ここの報酬の分とは違います。同じページの７番に賃金がござい

ます。節の７で賃金がございますが、５，６１０万７，０００円のうち、留守家庭児童学

級分は１，２７４万９，０００円です。これは時間給というふうになっておりまして、

８６０円、１時間というふうな格好になります。これと同額になります。 
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 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  私のほうからは、昭和館、それから若者サポートス

テーション、そして売れるものづくり支援事業、まちの駅、また観光協会補助金というふ

うに５点ぐらいあったと思うんですが。 

 まず、１点目言われましたのは、昭和館の今現在何人程度かということで、今ちょっと

手元に資料を持っておりませんので、お許しをいただきたいと思います。 

 次に、２点目の、事業的には防府若者サポートステーション拡充事業ということでござ

いますが、どういう指導、仕事内容といいますか、があるかということなんですが、これ

は御承知かと思いますが、若者の職業的自立を支援ということの、具体的にはその中には、

いわゆる若者の状況に応じて職場実習を受けることができるように、多様な受け入れ企業

を開拓するというのがまず１点です。 

 それから、職場実習に必要な技術を身につけさせるための、いわゆる仕事のトレーニン

グを開発し実施をすると。これが２点目です。 

 ３点目は、職場実習前後の効果を検証する。それと、必要に応じて実習生に同行し、と

もに仕事を行う。これが３点目でございます。 

 それから、４点目ですが、言葉は大変申しわけないですが、いわゆるニート防止、これ

を目的として小・中・高におけるキャリア教育の普及啓発を行う。 

 もう一つございました。最後に５点目で、広報活動を行い、広く市民に周知をさせると

いうことが具体的な業務の内容でございます。 

 それから、場所ということでございますが、これは今現在、駅通り、ルルサスがありま

す道路を隔てたすぐ北側のところでございます。 

 それと、事業主体としてはコミュニティ友志会という、たしか代表は松永朋子さんだっ

たかなというふうに記憶しておりますが、その方が代表者で、そのような事業に取り組ま

れるということでございます。 

 次に、売れるものづくり事業でございますが、去年はだれに、どんな理由で補助をした

かということですが、実は２１年度でございますが、これにつきましては、いわゆる審査

会を開きまして、予算的な報酬で１万７，０００円程度組んでおったと思いますが、そこ

でいわゆる審査基準、要領等を決めていった経緯もございます。だから、具体的に事業が

始まるのは２２年度からということでございます。 

 そこで、売れるものづくり支援事業でございますが、具体的にはいわゆる販路拡大事業

の補助金を出すものでございまして、大体１件当たり３０万円で、３件程度を今見込んで
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おりまして、海外進出の場合は１件程度上乗せで１０万円ということで、合わせて

１００万円程度の予算でございます。 

 これは、具体的には市内の中小企業者等のすぐれた新商品や技術の販路拡大を支援する

というのが最大の目的でございます。そういった中で、実は販路拡大のための、先ほど言

いました審査委員会等で、これには審査委員の構成としては山口産業振興財団、また、県

の中小企業団体中央会、それから商工会議所の専務理事、じばさんセンターの専務理事、

それと私と、あとは学識経験者、中小企業診断士と、そういった審査委員が具体的に審査

をするようにいたします。 

 それから、今のところの防府市の売れるものづくりの支援事業補助金のいわゆる予定者

といたしましては、現在のところもう既に８者ほど、個別なちょっと業者名は出しにくい

ので申しわけないんですが、そういったような状況で、かなりこのことに興味を示されて、

既に着手もしておられるというところも聞いております。 

 それから、まちの駅の管理運営委託料が今の２，２３０万３，０００円でございますが、

いわゆる合計でございますが、まちの駅自体の管理運営委託料は１，８９６万５，

０００円、それ以外が今のまちの駅の道路を挟んだ南側、中光さんの土地ですか、あそこ

の駐車場の借り上げ料が１３６万１，０００円、それから４月２９日のオープニング、こ

れでのイベント経費を１９７万７，０００円、合わせて２，２３０万３，０００円という

ことになっております。 

 それから最後でございますが、観光協会の補助金のいわゆるダブり、精査はしたかとい

うことでございますが、当然金額的には昨年とほぼ同額でございますが、観光協会のほう

から補助金の申請も出ましたので、私どもとしては、まちの駅とのダブり、こういったこ

とがないように十分な精査もしておりますし、このことについての補助金の支出について

は適正であるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  それでは、まず１点目の、このたびの景観計画の

区域についてはどの範囲かという御質問だったと思いますが、これにつきましては、景観

計画の計画区域は防府市全体を考えております。 

 続きましての御質問ですが、大道駅の施設管理委託料が伸びておるということでござい

ます。これは委託料の今年度計上が、去年は個別に分けておったのを一括して中に取り込

んだというような状況で、基本的には前年度並みということでございます。 

 それと、３点目ですが、（仮称）まちづくり協議会の業務委託料でございますが、これ
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も昨年、今年度の事業の中にも計上しております。これはまちづくり交付金事業で今、宮

市・国衙地区について事業を行っております。この区域の中の地元の代表者を対象にいた

しまして協議会を設置し、事業の円滑な振興を図りたいということで協議会を設置し、そ

の中に補助金を出していくというものでありました。 

 しかしながら、今年度につきましては、この協議会を地元のほうで設立はできておりま

せん。今回も地区が新たに今の宮市地区から移動していきます。その中で、改めて地元の

代表者等によりました協議会を設置していきたいというふうに考えておるわけでございま

す。 

 もう一点の観光ガイド育成業務委託料でございます。これにつきましても、このまちづ

くり交付金事業の中に、この事業効果の中にも観光振興と、観光客の増という指標を持っ

ております。この事業の中に提案事業として、観光人口、いわゆるまちの駅を中心とした

歩行者数の増というような指標を掲げております。このためにこの事業を実施するに当た

って、この観光ガイド育成業務委託を委託料として計上しております。今年につきまして

も、観光協会に委託料として１００万円の委託をしております。 

 それと、最後になりますが、緑化推進委員会への補助金でございます。５０万円から

６０万円になっておるということでございます。この緑化祭が区切りの今年、３０年を迎

えます。３０周年を記念するという意味合いからも、開催場所を桑山公園で行い、今回は

記念イベントも、記念に当たるということでイベントも充実していきたいというふうに考

えておりまして、補助金の増額をお願いしたということでございます。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  すみません。先ほどの１日当たりということでござい

ますが、現在仮のオープン中ということなんですが、正月の２日間で８０人、それと鍋－

１グランプリがありましたあの日１日で１５０人、それと楽市のときで２５人ということ

で、約二百六、七十名の人員ではなかろうかなというふうに思っております。 

 それと、この場をかりて大変恐縮なんですが、伊藤議員の質問の中で面積的なものがあ

りましたけど、約３０坪でございます。１００平米。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  それでは、再質問させていただきますが。 

 まず、留守家庭児童学級のことですけども、先ほど予算書の中で言われたのが、賃金で

１，２７５万９，０００円と言われたような感じがしましたが、留守家庭児童学級の経費
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としては国費が１，６１７万３，０００円というて、予算参考資料には書いちゃるんです

けども、僕の聞き間違いじゃったら申しわけないですが、再度答えをお願いしたい。 

 それと、これからが大事なんですけれども、要するにこの人たちも延長保育とか、そう

いう、あるいはサポートで、留守家庭児童学級を正規のその人たちと一緒に支えていくわ

けですね。そして、この人たちには全額国費で賃金が払われると。 

 一方、収入は保育料として、正規職員だけのために保育料は払われるのではない。要す

るに、ここで充てられとる賃金で働いている人の労働の対価としても保育料は収入がある

というふうに解すのが一般的、普通、当たり前の話ですが。そうしたときに、全額国費で

雇うて、そしてその人の対価にかかる、金額は大小は言いませんが、それが保育料で入っ

てくる。ということは、一銭も金かけんで、むしろ金をもうけたという話になると解釈を

せざるを得ないんですね。それは国庫補助の制度上いかがなものかと。果たしてそれは、

国はそういうことを許してくれるのであろうかと。正規の職員がなくて、全部この賃金で

雇ったとしたら、全部国費で賃金を出して、そして入ってくるものは別のポケットに入れ

るよというような考え方が成り立つわけですけども、それは国庫補助制度上許されること

なのかどうか。あるいは許されるとしたら、それはどこが、だれがそういうふうに言った

かどうかを教えていただきたいというふうに思います。 

 それから、防府若者サポートステーション拡充事業ですけれども、終了後もこのコミュ

ニティ友志会というのは、３人の人間を自分で雇う、自分で雇う事業主体はこのコミュニ

ティ友志会になるんでしょうから、防府市が面倒見るんじゃなくて、自分らでやっていく

という覚悟はあるのかどうかを再度確認をさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、昭和館につきましては、果たしてこれが、昭和館はまちづくり防府がたしか

つくったというふうに僕は解釈をしておりますが、違うちょったら説明いただきたいんで

すが。なぜ、委託料というのは先ほどもちょっと言いましたけども、本来、市の業務であ

るものを委託するから委託料なんであって、なぜというか、本来、この昭和館を管理する

ことが果たして市の本来業務であろうかどうか、そこをもう一遍お願いしたいと思います

し、また来館者については、正月８０人、鍋－１グランプリのとき１５０人って、確かに

それはそうかもしれませんが、平日どのぐらいあるか。平日はひょっとしたら館長さんと

サポートのその２人しかおらんことにならへんかなと。極端な言い方して悪いですけれど

も、あそこの通りを１日何人通るかなと。それこそ天満屋の辺から見たら、天神ピアまで

すべて見えるような通りですが、どのぐらい平日にあるのか、お尋ねをしてみたいと思い

ます。 

 それから、商工費ですけれども、天満宮の前の、今作業、工事をしとる前の空き地を有
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料で借りておられますが、そこで一つちょっと疑問を感じたんで質問をいたします。 

 あそこに大きな看板があって、天満宮臨時駐車場という看板が物すごい大きな看板が、

畳１枚ぐらいの看板が立っております。天満宮の参拝者のための駐車場であるならば、い

わゆる宗教団体に対する利益供与であると言わざるを得ないわけですね。たまたま、天満

宮に参拝する人もとめることもあろうにという解釈ならいいんですが。あそこに天満宮臨

時駐車場であるとか、あるいは参拝者駐車場とか書いてあるわけですけども、もしそうだ

とするならば、宗教団体に対する利益供与。これは憲法２０条からしていかがなものかと

いう思いがいたしますが、その辺について回答をお願いをいたします。 

 それと、まちの駅そのものの委託料１，８９６万５，０００円は、債務負担行為のとき

も話題になりましたが、電気代、水道代等、不確定要素が非常にたくさんあるわけですが、

あくまで１，８９６万５，０００円は上限であって、下は実績に基づいてランニングコス

トを計算し、余れば返してもらうというふうに解釈をしていいかどうか、お尋ねをいたし

て２回目を終わります。 

○議長（行重 延昭君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田中  進君）  まず、先ほど申し上げました３０７ページの賃金のと

ころに５，６１２万７，０００円という数字がありますが、そのうち留守家庭児童学級の

１，２７４万９，０００円がこの中に含まれております。これは主に夏休みとか、今あっ

た多動児とかもあります。そういうふうなもので雇っとる方でございます。（「私が聞い

とるのは、緊急雇用対策の３６ページのことを聞いとるんですよ」と呼ぶ者あり）はい。

これは、ですから、こっちの分は緊急雇用対策ではなくって、３６７ページに賃金として、

労働諸費の中に上がっております。（「ですから、それは普通に働くんじゃろうというこ

とでしょ」と呼ぶ者あり）はい、そうです。 

 それと、いわゆるこれは国費であって、保育料にとるのはおかしいんじゃないかという

ことですが、確かにこの分については全額国というか、緊急雇用で入ってきます。ただ、

そこにかかる、留守家庭児童学級にかかる経費とそれから国庫補助、それとこういうふう

な補助を全部引きましても、計算しますと相当な一般財源が出ます。ですから、これは一

般財源が出なくなるぐらいまで補助があって、それを保育料をとるというならこれはおか

しいと思いますけども、一般財源が相当かかっておりますので、保育料はとっても問題は

ないんではないかというふうに思ってます。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  それでは、５点ばかりあったと思いますが、最初に若

者サポートステーション拡充事業、事業が終了しても引き続いてやっていかれるかという
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ことですが、今のコミュニティ友志会のほうで引き続いて自分らでやっていくというふう

にお聞きしておりますし、そのようにやっていただけるものと思っております。 

 それから、なぜ昭和館を管理するのが市の事業ということなんですが、最大の目的は、

やはり商店街の活性化というものが大前提にあると思います。そういったものは市の商工

行政の中でやはり協力もしていくべきでございますし、そのことが起爆剤となって中心部

に人が集まり、にぎわいも創出できるんではないかというふうな考え方から、これは市の

事業としてということで御理解はいただきたいと思います。 

 それから、３点目でございますが、平日にどのくらいあるかということですが、議員御

指摘のとおり、ほとんどないと言っても過言ではないような状況です。ただ、これが今、

仮のですが、具体的には５月からというふうに聞いて、展示期間が５月から来年の３月ま

で、時間的にも１０時から１８時を今予定をされておるということの中で、さまざまな仕

掛けをしていく中で、平日の利用もだんだん増えていくし、増やさなければならないとい

うふうに私は考えております。 

 それから、４点目ですが、いわゆる前の中光さんの駐車場の件で、大きな看板があると

いうことで宗教団体云々ということでございますが、実はまちの駅があそこにオープンす

る前は特にあの下の駐車場でございましたところは、天満宮の土地を無償で実は現在もお

借りしております。その時点では天満宮の駐車場として活用もしておられました。そうい

った中で、現在、まちの駅をあそこへ建設することによって、参拝客の方に不便をおかけ

するというようなことの中で、今あそこを利用していただくと。当分の間でございますが、

そのように思っております。 

 それと、５点目でございますが、電気代等いわゆる精査、実績に基づいての支払いとい

うことは、まさに議員おっしゃられたとおり、実績でうちのほうはそれについては補助金

の交付を行う予定にいたしております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  今の最後の分の駐車場の話ですけれども、要するに、今、工事

をしとって御迷惑をおかけするから、参拝客のための駐車場がないから、補償的な意味で

あそこを用意したんだということであれば、逆に言えば、まちの駅ができ上がった段階で

は、まちの駅の前の駐車場は天満宮参拝者の駐車場になるわけですか。そうじゃなくて、

まちの駅全体の、まちの駅のための駐車場として、今、借りて工事をしよるんじゃないん

ですかね。 

 ということはどういうことかというと、天満宮の参拝者の駐車場、参拝者のためですよ、
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宗教法人が利用する参拝者のための駐車場はなくなってもいいと、極端な言い方。その時

点では。市に貸すんじゃから。で、まちの駅の駐車場として利用しておくれということで

しょ。ですから、完成した後も中光さんのその土地は参拝客の駐車場ということで大きな

看板を掲げるんであれば、まさしく宗教団体への利益供与であると言わざるを得ないんで

すが。 

 まちの駅が完成した暁には、まちの駅の前の駐車場、１０数台ぐらいとめられたかと思

いますが、そこは天満宮、参拝者の駐車場として返すんであるかどうかだけお伺いします。

他のことについては今問題をいろいろ提起しましたんで、それぞれの委員会で引き続き質

疑をしていただくことを期待して、終わります。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  今のまちの駅の、今度新たにまちの駅ができまして、

その駐車場を返すかということなんですが、今中光さんの土地をお借りしたのは、あくま

でも臨時的な措置でありまして、まちの駅本来の、今、駐車場として建設しておるところ

と、それから、今中光さんの土地がまちの駅の利用者の方のための駐車場になるというふ

うに思っております。天満宮へ参拝される方の中にもまちの駅に寄られる方もありますし、

天満宮に直接行かれる方もあろうというふうに思っておりますし、その辺のところはそれ

ぞれがまちの駅を利用されるのか、天満宮に行かれるのかというのは私どものほうではそ

のあたりは把握できませんが、その両方の利用にも差し支えないように利用していただけ

ればというふうには思っております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  １３番、三原議員。 

○１３番（三原 昭治君）  観光費のその他の項の観光情報館、通称「コア銀座」という

管理運営費というのがありますが、ちょっとこの運営費の内訳、内容と、この情報館の目

的をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  事項別明細書でたしか４１１ですか、１００万円ほど

管理業務委託として、施設管理委託料としてお願いをしておると思います……。すみませ

ん。基本的には今の商店街の振興を図るというのが最大の目的でございます。 

○議長（行重 延昭君）  １３番、三原議員。 

○１３番（三原 昭治君）  違やせんですか。これ観光情報館となってるのは、観光情報

館というのは商店街の振興を図るのが目的で設置されたんじゃないと私は記憶しておりま

すけど。たしか観光情報の受発信基地ということで設けられたということで私は記憶して
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おるんですが、そこの目的が違うと話が。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  訂正いたします。議員おっしゃるとおりです。すみま

せん。 

○議長（行重 延昭君）  １３番、三原議員。（「２回目で」と呼ぶ者あり） 

○１３番（三原 昭治君）  それで、今１６１万１，０００円の管理運営費、経費の内訳

をちょっと教えていただきたいというのと、その、今、私が申しました目的の中ですが、

年間来館者は、利用者といいますか、来館者といいますか、どのぐらいいらっしゃるか、

ちょっと教えていただけますか。 

○議長（行重 延昭君）  産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  申しわけありません。詳細な資料を持ち合わせてない

ので、少し時間をいただきたいと思います。申しわけありません。 

○議長（行重 延昭君）  暫時休憩します。 

午後１時５６分 休憩 

────────────────────────────────────── 

午後２時 ２分 開議 

○議長（行重 延昭君）  休憩を閉じて、会議を再開します。 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（阿部 勝正君）  どうも大変御迷惑をおかけいたしました。お待たせし

て申しわけございません。 

 年間の利用者数は４，７００人でございます。 

 それと、あと管理運営費の関係、１６１万１，０００円ですか、内訳は管理委託料が

１００万円、土地借上料が６０万円、あと、その他が１万１，０００円ありまして、

１６１万１，０００円ということでございます。（「人件費とか何かあるんじゃないです

か」と呼ぶ者あり）いや、委託料は建物の。（「建物だけ」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（行重 延昭君）  １３番、三原議員。 

○１３番（三原 昭治君）  今、年間４，７００人というので私ちょっと驚いたんですけ

ど、私も時々あちらのほうへのぞきよるんですが、ほとんどいらっしゃる方が学生さんで、

何か学習室になっているように私には見受けられます。もうこれ以上あれですけど、今度

まちの駅もできます。その整合性といいますか、その存在がどうかというあり方について

も、今後、御検討をいただきたいということで質問を終わります。 

○議長（行重 延昭君）  ほかにございませんか。 
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        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  それじゃあ、財務部長どうぞ。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  先ほど田中健次議員さんのほうから、ふるさと雇用再生の

関係で、３カ年にまたがって予算を支出しておるわけですけれど、２年目で、かなりの金

額が出ておって、３年目の数字が合わないのでないかということでございますが、昨年の

６月１６日に追加内示がございまして、今回８７０万円の追加内示がございましたので、

それで３年目については対応できると、こういうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  以上で、５款から８款までの質疑を打ち切らせていただきます。 

 次は、９款消防費、１０款教育費、１１款災害復旧費、１２款公債費、１３款諸支出金、

１４款予備費についての質疑を求めます。２５番、伊藤議員。 

 すみません、ちょっと失礼しました。事項別明細書のページで申し上げますと、

４７２から５７１ページまででございます。失礼しました。２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  予算参考資料でいきます。 

 ５１ページ、３段目の三田尻分団消防器庫新築事業でございます。以前、一般質問でも

老朽化した消防団器庫について取り上げさせていただいて、建てかえる必要があるんじゃ

ないかといった、宮市と三田尻と、これで両方とも建てかわったということで大変うれし

く思うんですが、そのときの旧労働会館跡地というのは、当時から有力な場所だったと思

うんですけども。であれば、結構な広さがあるんで、今の、現在の土地に比べたら随分の、

数倍の大きさがありますよね。ですから、例えば団員の方が簡単な訓練等できるような施

設も建設してはどうかというような意見もあったかに記憶しておりますが、この点につい

てはどのような今、計画になっておるんでしょうか。 

○議長（行重 延昭君）  消防長。 

○消防長（武村 一郎君）  議員、御質問にお答えいたします。 

 言われましたように、計画どおりきめ細かな防火ということで、消防団の器庫の整備、

進んでおります。今の、面積のことですけども、もとの、労働会館がございました、この

跡地ということで、この半分強ぐらいを敷地ということで今計画しております。 

 以上です。（「ちょっと答えてない」と呼ぶ者あり）訓練ができるかということですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）訓練の、駐車訓練スペースというのは、それなりにとれており

ます。ただ、その訓練の種別がどうかということになると、今お答えしかねるところがあ

りますけども、通常の、ホースを延長したりとか、そういった訓練はできるように、ス

ペースはございます。 
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 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ２６番、田中健次議員。 

○２６番（田中 健次君）  同じことをちょっとお聞きをしておこうと思ってたんで、続

けて手を挙げさせていただきましたが、伊藤議員とはちょっと立場が異なって質問をいた

しますが、今言った消防器庫新築の場所として労働会館の跡地というのは、現在の場所と

比べて非常に近いところで、そういう場所的には適切な土地だと思うわけですよね。現在

の場所というのが、いわゆる英雲荘の裏側といいますか、そちらの一部に入り込むような

形で入ってて、英雲荘の整備と絡めたときに、今の場所に消防器庫が古いということもも

ちろんありますが、英雲荘の整備ということの中で、あれがほかのところに移るというこ

とが適切じゃないかと、こういう意見が前に議会の中であったようにも思います。 

 そういう形で、三田尻分団の消防器庫が場所が変わるということはいいわけですが、こ

れは将来の英雲荘の整備にもかかわることですが、英雲荘に関係して、どちらかといえば

好ましくないという施設が、この三田尻分団の消防器庫と、もう一つ海洋民俗収蔵庫とい

うのもあるわけですよね。その辺の関係もありますので、労働会館の跡地というのは、場

合によったらそういう場所として、海洋民俗収蔵庫があそこにあるのは適切でないという

ような話もありますので、そういう場合のスペースとしても、やはり将来考えておかなく

てはいけないんではないかというところで、その辺の労働会館の跡地の立地については、

全体的なものの計画の中で考えてほしいということを要望しておきます。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  １５番、木村議員。 

○１５番（木村 一彦君）  債務負担行為、後でありますかね、質問の機会が。 

○議長（行重 延昭君）  はい。後です。 

○１５番（木村 一彦君）  それじゃあ、教育費に関連して質疑いたします。 

 事項別明細も、それから予算参考資料もそれぞれ載っておるんですが、一番わかりやす

いのは、当初予算の概要というのが一番わかりやすいので、これをもとに質疑をいたしま

す。 

 概要の１６ページです。歴史性に富んだ文化と交流の創造というところで、「拡」とあ

りまして、拡張とありまして、周防国府跡ほか発掘調査・土地買上事業、周防国府跡を中

心とした発掘調査及び周防国衙跡地の公有地化を進めていますが、新たに国衙史跡公園

（周防国衙二町域）の発掘に着手しますと、こうあります。 

 そこで、お尋ねですが、この周防国府跡の発掘事業はたしか昭和３６年ぐらいから始ま

りまして、来年がちょうど５０周年ぐらいになるんじゃないかと思います。それで、約半
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世紀にわたって、この一番昔の政庁があった、昔の県庁があったところの周囲からだんだ

ん発掘をしてきて、それに約５０年かけた。で、今回、いよいよその本丸といいますか、

政庁の建物があったと思われるところの発掘にこれからいよいよ着手するということで、

私も非常に期待してるんですけれど。 

 質問の一つは、今までここを一番の、この二町域に手をつけずに、周りから発掘を進め

てきた、なぜそういうふうにしてきたのかという発掘の方針ですね、それがどういう方針

だったのかということが１つ。 

 それから、２点目は、これからいよいよその政庁域の発掘に取りかかりますけれど、そ

の計画といいますか、大まかな計画、それについて今考えておられることがあればお答え

願いたいというふうに思います。 

○議長（行重 延昭君）  教育次長。 

○教育次長（山邊  勇君）  まず、なぜ政庁跡の発掘に着手するのかという御質問でご

ざいますけど、御指摘のとおり、政庁跡の発掘調査につきましては昭和３６年から３８年

にかけて実施しております。この調査によりまして、地下遺構が存在することが確認され

たところでございます。その後、地下遺構が確認されたということで、政庁跡の発掘調査

を一たん中断をして、土地の公有化や地籍整備事業を行いまして、昭和６２年から史跡公

園として御利用いただいているところでございます。 

 一方、発掘調査につきましては、一時中断したことに伴いまして、まずは指定をされて

ない地域で追加の指定が必要かどうかということの確認をするための調査を中心にしてや

ってまいったんでございますけど、おおむね、やれるところの調査が、おおむねでござい

ますが終了いたしましたので、平成２２年度から改めて政庁跡の発掘調査に取りかかろう

というものでございます。 

 調査内容につきましては、まず２４年度までの３年間で政庁跡の位置と規模、大きさを

確認をして、その後、建物などの遺構調査を詳しくやっていきたいというふうに思ってお

ります。これらの調査の状況、結果等を踏まえながら、二丁域の活用について検討してま

いりたいと考えておりますが、また将来的には、地籍全体の整備計画を立てていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（行重 延昭君）  １５番、木村議員。 

○１５番（木村 一彦君）  ですから、今のお話だと、あそこに昔の政庁があるというこ

とは、もうほぼ確実と、地下遺構があるということは確認されてるようなんで。それが実

際どの程度のものなのか、あるいはどういう構造になってるのかというのは、これからの

発掘にかかってるということですが、期待するのは、全国でも、こういう国衙の跡がこれ
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ほど完全な形で残ってるというのは極めて珍しいそうであります。そういう点では、日本

全体にとっても新たな発見があるといいなあと思っておりますが、その暁には、今ちょっ

と言われましたが、これがあと何年ぐらい続くのか。 

 それから、その暁には、どういうことを考えて、これはもう大分先の将来のことになり

ますけど、希望的な観測も含めてお考えがあればお伺いしておきたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  教育次長。 

○教育次長（山邊  勇君）  今、お答え申し上げましたように、位置等、規模が大体わ

かってまいりますので、それで方向性が見えてくると思うんですけど、本当は、私どもと

すれば、将来、地下遺構の復元等も考えておりますけど、将来、何年かかるかわかりませ

んけど、全体の整備計画はつくって、いつごろまでかというのは長期スパンになると思い

ますけどつくって、あそこを皆さんに御利用していただきたいというふうに思っています。 

○議長（行重 延昭君）  １５番、木村議員。 

○１５番（木村 一彦君）  それははっきりしないことを幾ら論議してもしようがないと

こでありますが、もしあそこの遺構、政庁跡がかなり正確に復元できるようになれば、吉

野ヶ里みたいな格好になるのかどうかわかりませんが、やはりあそこに昔の政庁の跡、そ

れから周辺の遺跡、これらを復元して、防府の本当の観光だけじゃなくて、まちの財産に

なっていく、一つの文化の中心的なものにもなっていくだろうと思いますので、ぜひとも

これは力を入れて、国にも予算をどんどんもらって、やっていただきたいということを要

望しておきます。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  １点ほどお尋ねしますが、佐波川洪水ハザードマップですけれ

ども、おとといですか、施政方針演説で、これを全戸配布するという説明がありましたが、

つめに火をともそうかというような市財政の中で、富海じゃ、牟礼じゃ、大道も佐波川と

は関係のない地区もありましょうが、そういう佐波川の洪水とは縁もゆかりもないところ

まで配る理由は何なのか。大変、無駄ではないかと思うんですが、その辺の説明をお願い

します。 

○議長（行重 延昭君）  土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（阿部 裕明君）  佐波川の洪水ハザードマップの市内全戸配布につ

いてでございますが、このハザードマップにつきましても、平成１１年に一度配布してお

ります。そのときにも、市内全域の方に配布を行っております。 

 また、この佐波川の流域というものにつきましては、非常に広大であるということも
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１つの理由でございますし、また、いろいろ、今、影響のない方がいらっしゃるというふ

うに指摘をいただいておりますが、この佐波川の流域が非常に広いということで、その中

に、いろいろ通学とか、通勤とかいうようなことで関係されるという方も非常にあるとい

うふうに考えておりますので、全戸配布をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  ２番、土井議員。 

○２番（土井  章君）  委員会でよくやってもらえばいいんですが、通勤とか、通学等

でというよりは、洪水ハザードマップというのは、水害になったときに、越流したときに、

どこへ逃げるかとかいうことの地図であって、その後、そこがつかっておるから通れんで

とかいうような地図ではないと私は思いますし、大変な無駄を片方ではしてるんだなあと

いう思いがしてます。 

 平成１１年のときは全戸配布したということですけれども、だから、このたび全戸配布

せんにゃいけんという理由はさらさらないし、あの当時よりは、財政も僕は厳しくなって

るんかなあという思いがしますので、ぜひ再検討をしていただきたいということを提言し

て終わります。 

○議長（行重 延昭君）  ありませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  以上で、９款から１４款までの質疑を打ち切らせていただきま

す。 

 次は、歳入全般、第２条継続費、第３条債務負担行為、第４条地方債、第５条一時借入

金、第６条歳出予算の流用、以上に対する質疑を求めます。２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  歳入全体で見ての御質問になろうかと思うんですが、昨年

４月に中期財政見通しを見直されて、６月に議会に御説明をいただいております。それと

ちょっと比べてみたわけなんですけども、歳入は、さらに厳しい、見通しのときよりもさ

らに厳しくなっております。 

 当時、見通しでは１７４億円という予測を立てとったわけですが、１６６億３，

０００万円ということで、予算立てがされてるわけですね。さらに市債を見ますと、若干、

増やさざるを得なかったのかなと。２８億円で考えておったものが３２億円になっておる

ということ。いろいろその中でありまして、当然、今回大きいのは子ども手当の関係で、

そういったものを勘案しましても、いろいろそういったものを引いてみても、予算規模を

引いてみて比べてみると、予算規模自体は、昨年の見通しのときとそう変わってないのか

なという印象を受けます。 
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 そこでなんですが、当時、要調整額を７億９，４００万円で見通しておられました。要

調整額は、当時の説明によると、当然、当分は財調を取り崩して充てていくという御説明

だったように記憶しております。今回、繰入金の中に財調からのものがないんですけども、

この調整しなきゃいけない分というのは、どこで調整されたのか。歳出で調整されたのか。

そのあたりを、ちょっと単純に教えていただけますでしょうか。 

○議長（行重 延昭君）  財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  これは、たしか昨年の５月に中期財政見通しを出したと思

います。それから非常に状況が変わっておりまして、特に災害等があったりしたわけなん

ですが、それとか、経済危機対策の交付金が入ったり、いろいろな条件が変わってまいり

ました。状況が。 

 そして、一番大きかったのが、政権交代によりまして、１月の末にわかったことなんで

すが、とにかく交付税が非常に増えたと。当初、昨年が２２億５，０００万円だったんで

すが、今回３１億５，０００万円、約９億円の増が見込まれると。さらに臨時財政対策債、

これは昨年１３億６，０００万円だったんですが、今回１８億５，０００万円と、約４億

８，０００万円の増が見込まれるということで、これで急遽、その辺の財源調整をしたと

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ほかにありませんか。１５番、木村議員。 

○１５番（木村 一彦君）  債務負担行為についてちょっとお伺いします。事項別明細書

の最後のほうです。５９２ページ、ここに債務負担行為の予定、支出予定額等に関する調

書というのがありますが、これの下から２段目に、小学校給食調理等業務（平成２２年～

２７年度）委託事業とあります。これ、恐らく華城小学校と中関小学校の給食の業務委託

の債務負担行為だと思うんですが、そこでお尋ねしますけれど、これまでは、この委託の

期間は３カ年となってたと思います。今回、これが、この２校に関しては５カ年に、これ

は準備期間入れまして６年になってますが、実際の委託が５カ年になっております。これ

はどういう理由によるのか。その理由をちょっと述べていただきたいと思います。 

○議長（行重 延昭君）  教育次長。 

○教育次長（山邊  勇君）  御指摘のとおり、この債務負担行為につきましては、平成

２０年９月から調理業務等の一部業務委託をしております華城小学校、中関小学校の委託

に係るものの債務負担をお願いしているものでございます。 

 ２２年度で、この２校につきまして３年間の委託契約期間が終了いたしますので、改め

て委託業者を選定することになるわけでございます。 
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 委託期間を３年から５年にした理由でございますけど、まず、今までどおり安全でおい

しい給食が提供できてること。そして、ある程度委託期間があったほうが、より安定的に

給食を提供できること、それから、また他市の例を見ますと、一般的には委託期間を５年

間としているというのが状況でございますので、これらを総合的に判断して５年間とした

ものでございます。 

 なお、導入につきまして３年としたのは、最初の導入でございますので、当面３年間と

いうことでやってみて、このたびは、この先ほど申しました理由により５年間としたもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（行重 延昭君）  １５番、木村議員。 

○１５番（木村 一彦君）  安定的に供給するためという御説明でしたけれども、そうい

う理屈からいうと、もうずうっと同じ業者でやってもらったほうが一番いいわけですね。

その理屈からいえば。でも、それではやっぱり公平性・透明性というところからすれば問

題があるんじゃなかろうか。 

 やっぱり、３年に一度は見直す。そして業者も、その機会に改めてチェックすると。

３年間の実績を検証する。その上でまた新たな業者を選ぶ。また同じ業者になったにして

も、３年間の検証の上に、またきちっとしたよりよい給食を供給してもらうようになると

思うんですが、その辺、いかがでしょう。長けりゃいいというもんじゃ、私はないと思い

ますが。 

○議長（行重 延昭君）  教育次長。 

○教育次長（山邊  勇君）  先ほどお答えしましたような３点の理由により５年間とい

うふうにしたわけでございますけど、一方、５年間にすれば、より業者の方につきまして

も参加しやすくなり、我々は選定委員会の中で十分な審査をして、入札に参加できる業者

を決めておりますので、よりよい事業者の方も選びやすくなるのかなという理由もござい

ますけど、いずれにしても、今までの実績から、３年間見た中で、５年でいこうというふ

うに判断したものでございます。 

○議長（行重 延昭君）  １５番、木村議員。 

○１５番（木村 一彦君）  何回聞いても、余り納得できない御説明であります。詳しく

は所属委員会でやってもらえばいいんですけれど、やはり１つの業者が長期間、こういう

業務を受託するということは、何かと問題がかえって起こってくる。そして、なれ合いも

起こってくるし、いろんな面でチェックが入りにくくなるということでは、私は３年も妥

当かどうかわかりませんけれど、５年に延ばすということはいかがなものかというふうに
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思っておりますので、その辺、今後よく御検討願いたいということを申し述べておきたい

と思います。 

○議長（行重 延昭君）  ２６番、田中健次議員。 

○２６番（田中 健次君）  事項別明細書とか、予算参考資料には関係がないんですが、

当初予算案の概要、これの最初のあたりに財政環境についてというような形で書いてあり

ます。その中で、財政健全化法の健全化判断比率が他市に比べて良好だとか、そういう形

で、これはその数字については、これまで報告をいただいておりますけれども、同時に財

政のその状況ということでいけば、公会計改革に絡む、いわゆるバランスシートだとか、

行政コスト計算書、そういったものが財務書類４表という形で、この３月末までに公表し

なさいというふうに、これは総務省のほうの通知ですから、法律ではありませんから、そ

れに従わなくてもいいと言ってしまえばそうなんですが、例年であれば、バランスシート

とか、行政コスト計算書は１０月ぐらいに出ておりました。前の年度のものがですね。そ

の辺について、財務書類４表の公表は早くできるのかどうか、ちょっとお聞きをいたしま

す。 

○議長（行重 延昭君）  財務部長。 

○財務部長（吉村 廣樹君）  財務書類４表の公表ということでございますけれど、これ

については、今回は連結を求められておりまして、各会計のですね。最後に手間取ってお

るんですけれど、この３月には公表できるように、今、作業を進めております。 

 それと、貸借対照表のところなんですが、これについても、売却可能資産とかは既にも

うできております。それとか、事業用資産ですか、これについてもある程度できておりま

すので、あと２年以降になりますけど、段階的にやればいいんですけれど、そういうイン

フラ資産のほうも順次進めていきたいと、かように思っております。 

 以上です。 

○議長（行重 延昭君）  ありませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  質疑を終結してお諮りいたします。本案については、なお審査

の要があると認めますので、所属常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第２５号については、

関係各常任委員会に付託と決しました。 

────────────────────────────────────── 
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  議案第２６号平成２２年度防府市競輪事業特別会計予算   

  議案第２７号平成２２年度防府市国民健康保険事業特別会計予算   

  議案第２８号平成２２年度防府市索道事業特別会計予算   

  議案第２９号平成２２年度防府市と場事業特別会計予算   

  議案第３０号平成２２年度防府市青果市場事業特別会計予算   

  議案第３１号平成２２年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会計予算   

  議案第３２号平成２２年度防府市公共下水道事業特別会計予算   

  議案第３３号平成２２年度防府市駐車場事業特別会計予算   

  議案第３４号平成２２年度防府市交通災害共済事業特別会計予算   

  議案第３５号平成２２年度防府市老人保健事業特別会計予算   

  議案第３６号平成２２年度防府市介護保険事業特別会計予算   

  議案第３７号平成２２年度防府市後期高齢者医療事業特別会計予算   

○議長（行重 延昭君）  議案第２６号から議案第３７号までの１２議案を一括議題とい

たします。 

 理事者の補足説明を求めます。副市長。 

        〔副市長 嘉村 悦男君 登壇〕 

○副市長（嘉村 悦男君）  議案第２６号から議案第３７号までの１２議案について、順

を追って御説明申し上げます。 

 厚い予算書のほうをお願い申し上げます。予算書２１ページをお開きいただきたいと存

じます。 

 まず、議案第２６号平成２２年度防府市競輪事業特別会計予算について御説明申し上げ

ます。第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１２４億１，５５６万３，０００円と

いたしておりまして、前年度と比較いたしますと７．１％の減となっております。第２条

の一時借入金につきましては、年間の資金繰りを勘案いたしまして、借入金の限度額を

８０億円といたしております。 

 予算の内容といたしましては、歳入では、２２ページの車券発売金収入を１１６億４，

５００万円と見込むとともに、歳出では、開催に伴う経費を計上しているものでございま

す。競輪事業を取り巻く環境は大変厳しいものがありますが、本年９月開設の６１周年記

念競輪の開催に当たり、場外発売場の確保に努め、車券売上金収入の増加により収益増を

目指すとともに、より一層開催経費の削減により収益の確保に努めてまいります。 

 次に、２７ページの議案第２７号平成２２年度防府市国民健康保険事業特別会計予算で

ございますが、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１１８億４，６０８万７，
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０００円といたしております。前年度と比較いたしますと、１．２％の増となっておりま

す。 

 第２条の歳出予算の流用につきましては、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規

定により、歳出予算の流用について定めているものでございます。 

 予算の内容といたしましては、国民健康保険料の算定となる基礎賦課額の保険料率及び

賦課限度額、後期高齢者支援金等の賦課額の保険料率及び賦課限度額、介護納付金賦課額

の保険料率につきましては据え置きとしておりますが、基礎賦課限度額及び後期高齢者支

援金等賦課限度額につきましては、国民健康保険法施行令の改正に伴い、やむなく引き上

げることにいたしております。 

 また、繰入金につきましては、保険基盤安定事業並びに財政安定化支援事業等の交付税

措置分と国保負担軽減対策分との合計額を計上いたしております。なお、繰越金につきま

しては、平成２１年度の決算見込みによるものでございます。 

 一方、歳出のうち、保険給付費及び後期高齢者支援金等は、前年度実績及び被保険者数

等を勘案し、また高額医療費共同拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金は、国の基準

により算定し、計上いたしております。 

 次に、３５ページの議案第２８号平成２２年度防府市索道事業特別会計予算でございま

すが、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を６，６９６万８，０００円といたして

おります。前年度と比較いたしますと、８．１％の減となっております。 

 予算の内容といたしましては、運転経費や乗客の安全対策、施設の点検整備等の経費を

計上いたしております。 

 索道事業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、周辺市をはじめ、各方面への宣伝

や広報を行うとともに、季節ごとのイベントの開催、夜間運転期間の日数を増やすなど、

引き続き利用者の増加を柱とした経営改善に努めてまいります。 

 次に４１ページ、議案第２９号平成２２年度防府市と場事業特別会計予算でございます

が、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１，１０６万６，０００円といたしてお

ります。前年度と比較いたしますと、１．３％の減となっております。 

 予算の内容につきましては、前年度と同様で、年々厳しいと場運営を余儀なくされてお

りますが、今後とも経費の節減等により経営の健全化に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、４７ページの議案第３０号平成２２年度防府市青果市場事業特別会計予算でござ

いますが、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を５，５８０万８，０００円といた

しております。前年度と比較いたしますと、０．８％の減となっております。 

 その主な減額の要因としては、歳入では、青果市場使用料の減額及び青果市場建設に係
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る償還額の減少に伴う一般会計からの繰入金を減額とし、一方、歳出でも公債費の減額と

なっております。 

 今後の青果市場の運営につきましては、新鮮で安心な地元農産物のＰＲに努め、地産地

消運動による市場の活性化、健全運営に努めてまいります。 

 次に、５３ページの議案第３１号平成２２年度防府市同和地区住宅資金貸付事業特別会

計予算でございますが、歳入歳出予算の総額を２億３６万９，０００円といたしておりま

す。前年度と比較いたしますと、３．４％の減となっております。 

 予算の内容は、既貸付金の元利償還分を計上いたしているものでございます。 

 次に、５９ページの議案第３２号平成２２年度防府市公共下水道事業特別会計予算につ

いて御説明申し上げます。第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を４３億９，

８４３万６，０００円といたしております。前年度と比較いたしますと、１１．４％の減

となっております。 

 第２条の継続費につきましては、６２ページの第２表にお示しいたしておりますように、

浄化センター自家発電機及び電気・機械の改築事業の継続事業をお願いいたすものでござ

います。 

 第３条の債務負担行為につきましては、６３ページの第３表にお示しいたしております

ように、防府市水洗便所改造資金融資あっせん制度により、金融機関に対して行う損失補

償についての平成２２年度から平成２７年度までの債務負担行為を設定するほか、１件の

債務負担行為をお願いいたすものでございます。 

 第４条の地方債につきましては、６４ページの第４表でお示しいたしておりますように、

公共下水道事業の財源として、１５億７５０万円を限度とした地方債の発行についてお願

いいたすものでございます。 

 公共下水道の整備は、申し上げるまでもなく、都市環境や生活環境の改善施設として、

また、公共用水域の水質保全に欠かすことのできない施設でございますので、事業認可区

域の拡大を図り、効率的、計画的な事業の推進に努め、既認可区域内における環境整備を

引き続き実施するとともに、老朽化した防府浄化センターの処理施設を改築し、生活環境

の向上に努めてまいります。 

 特に、昨年度までの下水道事業の経営改善が順調に進み、本年度は歳入欠かん補填収入

がなく、累積赤字が解消される見込みであります。 

 また、歳出においては、平成２３年４月１日の上下水道事業の組織統合に向け、下水道

の資産の評価、電算システムの修正等の委託料を計上いたしております。 

 次に、６７ページの議案第３３号平成２２年度防府市駐車場事業特別会計予算について
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は、歳入歳出予算の総額を３，６１７万１，０００円といたしております。前年度と比較

いたしますと３．６％の増となっております。 

 また、７３ページの議案第３４号平成２２年度防府市交通災害共済事業特別会計予算に

ついては、歳入歳出予算の総額を１，８１３万４，０００円といたしております。前年度

と比較いたしますと、１０．６％の減となっております。 

 予算の内容につきましては、駐車場事業及び交通災害共済事業特別会計とも、前年度と

ほぼ同様でございます。 

 次に、７９ページの議案第３５号平成２２年度防府市老人保健事業特別会計予算につい

て御説明申し上げます。第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を６０７万５，

０００円といたしております。前年度と比較いたしますと、７６．６％の減となっており

ます。 

 その主なものは、平成２０年４月から７５歳以上の高齢者等が後期高齢者医療制度に移

行しておりますので、医療給付費等の精算にかかわる経費のみを計上しております。 

 次に、８５ページの議案第３６号平成２２年度防府市介護保険事業特別会計予算でござ

いますが、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を７５億８，５７３万円といたして

おります。前年度と比較いたしますと、１．３％の増となっております。 

 第２条では、地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定により、歳出予算の流用

について定めているものでございます。 

 予算の内容といたしましては、保険事業勘定とサービス事業勘定とに区分し、歳入では、

保険料や国・県支出金、支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金、サービス収入等

を計上いたし、歳出では、総務費、保険給付費、地域支援事業費及びサービス事業費を計

上いたしております。 

 最後に、９５ページの議案第３７号平成２２年度防府市後期高齢者医療事業特別会計予

算でございますが、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を１４億６，１０８万１，

０００円といたしております。前年度と比較いたしますと、１．８％の増となっておりま

す。 

 予算の内容といたしましては、歳入では、後期高齢者医療保険料や一般会計繰入金、諸

収入等を計上いたし、歳出では、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金、償還金及び還

付加算金を計上いたしております。 

 以上、議案第２６号から議案第３７号までの１２議案について御説明申し上げました。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  ただいまの補足説明に対して、一括して質疑を求めます。
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２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  索道事業特別会計についてお伺いをいたします。 

 予算参考資料の６４ページ、もしくは事項別明細書のほうの７０２ページ、７０３ペー

ジになります。先日、青年会議所主催のマニフェスト検証大会がございまして、その中で、

市長が、大変ロープウェイの利用者というのが伸びてると。倍増に近いというようなこと

を言われたと思います。運賃収入を見てるんですが、倍増どころか、運賃収入は３％増ぐ

らいですかね。消費税分は上がってないように見えますね──ぐらいになっております。 

 つまり、割引を利用されての利用者が多いのかということだろうと思うんですけども、

これまでかつて一般会計からの繰入金が５，０００万円、６，０００万円あるということ

で、かなりこれは議会からもいろいろ指摘があったわけですが、市民１人当たり５００円

だということで市長はおっしゃってこられたと思います。 

 先ほど言いました討論会の席で、市長は、ロープウェイの駅でチケットを買うのに並ん

でおられる人に一人ひとり聞いて回ったと。そしたら、９割が市外の方だったというふう

に市長がおっしゃいました。私は、ちょっと待てよと。今、この予算で行くと４，

７６４万３，０００円ですから、１２万で割ったら大体４００円ぐらいですかね。市民

１人当たり、うちの１歳の子からおじいちゃん、おばあちゃんまで皆４００円を取って、

それを９割、市外の人に使ってるということであります。これが果たして、市民として

１人当たり４００円ということで、市民のために使ってるんならええんですが、その９割

が市外の人がロープウェイを利用するため、または運賃収入が上がってないところを見る

と、安くロープウェイを乗るために使われてるということであると、その辺は、私は到底

市民の理解は得られないんではないかというふうに考えますが、この点についてどういう

お考えをお持ちか教えてください。 

○議長（行重 延昭君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  私の言葉じりをつかまえて、どうだこうだとおっしゃるのは、

それはもう自由でございますが、私は、端的に５，０００万円、６，０００万円の、仮に

一般会計からお金が出ているとするならば、それは市民１人頭に直せば５００円ぐらいの

ことに相なるのではないかということを、その段階の折には申し上げたわけであります。 

 一方、議員は、その利用者が圧倒的に市外が多い場合には、市外の人たちのためにそう

いうお金を使っていることに相なるのではないかと。それは、物事を裏から見れば、その

とおりかもわかりませんが、私は表からしか見ておりませんので、私は単にそれだけの赤

字が出るということは、市民１人頭に直せば５００円ぐらいの負担をしていくということ

は、そのぐらいのことは県内他市の、他のそれぞれが誇られる動物園なり、あるいは公園
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なりにかけている一般会計のお金がどれだけ繰り入れられているかということを考えれば、

極めて妥当なところではないかというふうに申し上げたわけであります。 

 現象というものは、それぞれ見方によっていろいろ違ってまいろうかと思いますので、

議員もどうか眼鏡を取りかえて見てやっていただけたらなと思っております。 

○議長（行重 延昭君）  ２５番、伊藤議員。 

○２５番（伊藤  央君）  私は、まだ若うございますので、老眼鏡も必要のうございま

すが、裏表というのはどういう意味かよくわからないんですが、これは私が申しているの

は、市長がおっしゃった言葉だけを申しておるんですよね。それを曲げてはおりません。 

 その会場で、利用者が倍増してるんだということはおっしゃったが、運賃収入がどれだ

け伸びてるかは、恐らくおっしゃらなかったというふうに記憶しております。 

 普通の人が聞くと、これは運賃収入も倍になってるのじゃないのと。すると、索道の会

計というのは、大変健全になってきたんじゃないかなというふうな誤解を招きかねない。

素直であれば、素直である人こそ、市長がおっしゃる表からしか物を見ない人であれば、

当然、これは誤解を招くと思いますので、こういった表現は慎んでいただきたいなという

お願いでございます。 

 それと、これが市民１人当たり５００円というのが妥当ではないかというのが、これは

とっても妥当だとは思えません。今申したとおり、その４００円、５００円というのを使

ってる。だれのために使って払ってるんだというのが、市民のためじゃないんですよね。

我が子ために払うものであれば納得もされるでしょう。私のおじいちゃん、おばあちゃん

のために払うことであれば納得されるでしょう。それが、市外の人が割引を使うたり、安

う乗ったりするのに、その９割がつぎ込まれてると、もし市民が知れば、これは到底納得

できないんではないかというふうに考えます。この後の議論は所管の委員会にお任せいた

します。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  質疑を終結して、お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります１２議案については、なお審査の要があると認めますので、所属常任委員会に付託

したいと思いますが御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第２６号については

総務委員会に、議案第２７号、議案第２９号、議案第３１号及び議案第３３号から議案第

３７号については教育民生委員会に、議案第２８号、議案第３０号及び議案第３２号につ

いては産業建設委員会に、それぞれ付託することに決しました。 
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────────────────────────────────────── 

  議案第３８号平成２２年度防府市水道事業会計予算   

  議案第３９号平成２２年度防府市工業用水道事業会計予算   

○議長（行重 延昭君）  議案第３８号及び議案第３９号の２議案を一括議題といたしま

す。 

 理事者の補足説明を求めます。水道事業管理者。 

        〔水道事業管理者 中村  隆君 登壇〕 

○水道事業管理者（中村  隆君）  議案第３８号及び議案第３９号について、一括して

御説明申し上げます。 

 まず、議案第３８号平成２２年度防府市水道事業会計予算につきまして御説明申し上げ

ます。 

 予算書５ページにお示しいたしておりますように、第２条の業務の予定量につきまして

は、年度末給水戸数を４万４，９８８戸、年間総給水量を１，３７９万４，０００立方

メートル、１日平均給水量を３万７，７９２立方メートルと見込み、建設改良事業費を

１３億４，７５７万１，０００円と、それぞれ定めようとするものでございます。 

 第３条以下の予算内容は、この業務の予定量を大綱といたしまして、それぞれ収入及び

支出を見込み編成いたしているものでございます。 

 初めに、第３条は、収益的収入予定額を２１億３，０２７万２，０００円に、支出予定

額を１８億２，０９４万１，０００円と見込んでいるものでございます。 

 第４条では、資本的収入予定額を６億４，４４８万１，０００円に、支出予定額を

２１億７，５１１万１，０００円と見込み、差し引き不足額１５億３，０６３万円につき

ましては、お示しいたしていますように、損益勘定留保資金等により補てんを予定してい

るものでございます。 

 第５条は、建設改良事業のために借り入れる企業債の限度額を５億３，０００万円とい

たしまして、その借り入れの条件等を定めようとするものでございます。 

 第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費及

び交際費について、それぞれお示しいたしておりますように定めようとするものでござい

ます。 

 第７条は、島地川ダム分担金及び野島簡易水道の建設改良に係る企業債の元利償還金並

びに子ども手当等に対し、一般会計から補助を受ける額を６９２万８，０００円、出資を

受ける額を１，９７１万９，０００円と定めようとするものでございます。 

 第８条は、棚卸資産の購入限度額を１，７３５万７，０００円と定めようとするもので
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ございます。 

 以上、平成２２年度の予算についての概要を申し上げましたが、次に事業面について御

説明申し上げます。 

 建設改良事業につきましては、現在、第４期拡張事業を推進しておりますが、施設の整

備拡充に努める一方、老朽化した施設の改良や耐震化対策、漏水防止対策にも積極的に取

り組む考えでございます。 

 本年度の主な事業といたしましては、浄水施設改良と災害に強い施設構築等を目的に、

平成１９年度から４カ年の継続事業として、老朽化した人丸水源地の改良工事を施工して

おりますが、本年度は紫外線消毒設備等を整備し工事を完了いたします。 

 また、老朽化した中央監視設備の改良事業につきましては、公募型プロポーザル方式に

よって選定された相手方と、機能、あるいは危機管理対策や環境対策を強化した詳細仕様

を協議決定し施工いたします。 

 なお、昨年度は防府市水道ビジョンを策定し、「安全・安心な水道」「持続可能な水

道」「頼れる水道」「やさしい水道」を実現するための施策・工程をお示しし、設定した

１０年後の目標達成に向け、取り組むことといたしました。 

 本年度は、その初年度として、経費の削減と施設の効率的運用を進めるとともに、災害

対策の充実、環境対策の強化を図り、さらなる経営の合理化・健全化による運営基盤の強

化とお客様サービスの向上、安全でおいしい水の安定供給に努めてまいる所存でございま

す。 

 次に、議案第３９号平成２２年度防府市工業用水道事業会計予算について御説明申し上

げます。 

 予算書３５ページにお示しをいたしておりますように、第２条の業務の予定量につきま

しては、年間総給水量を５４７万５，０００立方メートル、１日平均給水量を１万５，

０００立方メートルといたしまして、建設改良事業費を１，２７３万円と、それぞれ定め

ようとするものでございます。 

 第３条は、収益的収入予定額を１億４，８４９万６，０００円に、収益的支出予定額を

１億３，２７４万４，０００円と見込んでいるものであります。 

 第４条では、水道事業会計からの長期貸付金償還金として、資本的収入予定額を２，

８２７万４，０００円、中央監視設備の改良事業に伴うデータ伝送装置の改良工事費及び

送水ポンプ等の固定資産購入費として、資本的支出予定額を１，８２２万５，０００円と

見込んでおります。 

 第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費に
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ついてお示しいたしてますように定めようとするものでございます。 

 第６条は、棚卸資産の購入限度額を２３１万円と定めようとするものでございます。 

 なお、本年度も施設の維持管理に万全を期し、安定供給に努める所存でございます。 

 以上、御説明申し上げました各会計における平成２２年度予算の詳細につきましては、

予算実施計画以下の附属書類でお示しいたしているとおりでございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  ただいまの補足説明に対し、一括して質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  質疑を終結して、お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります２議案については、なお、審査の要があると認めますので、所属常任委員会に付託

したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第３８号及び議案第

３９号の２議案については産業建設委員会に付託と決しました。 

────────────────────────────────────── 

  議案第４０号防府市事務分掌条例中改正について   

○議長（行重 延昭君）  議案第４０号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第４０号防府市事務分掌条例中改正について御説明申し上

げます。 

 本案は、組織機構の簡素化及び効率化を図るため、消費生活に関する事務を生活環境部

から総務部に移管し、新たに消費生活センターを総務部市政なんでも相談課に設置するた

め、分掌事務の整備を行おうとするものでございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  質疑を終結して、お諮りいたします。本案については、委員会

付託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（行重 延昭君）  討論を終結して、お諮りいたします。本案については、これを

可決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第４０号については、

原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

  議案第４１号防府市国民健康保険条例中改正について   

○議長（行重 延昭君）  議案第４１号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第４１号防府市国民健康保険条例中改正について御説明申

し上げます。 

 本案は、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被保

険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者に係る保険料の減免措置が適用さ

れる期間を延長する特例措置を設けようとするものでございます。 

 改正の内容につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令が改正され、後期

高齢者医療制度において、被用者保険の被扶養者であった者に係る保険料の軽減措置の適

用期間が延長されることとなったことから、これとの均衡を図るため類似の軽減措置とし

て行っている国民健康保険条例に基づく減免措置について、同様の規定を設けるものでご

ざいます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  質疑を終結して、お諮りいたします。本案については委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  討論を終結して、お諮りいたします。本案については、これを

可決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第４１号については
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原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

  議案第４２号防府市土地開発公社定款の変更について   

○議長（行重 延昭君）  議案第４２号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第４２号防府市土地開発公社定款の変更について御説明申

し上げます。 

 本案は、国の土地開発公社の経理に関する見直しにより、土地開発公社経理基準要綱が

改正され、実施されることに伴い、土地開発公社の資産に係る規定について所要の改正を

しようとするものでございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  質疑を終結して、お諮りいたします。本案については委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  討論を終結して、お諮りいたします。本案については、これを

可決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第４２号については

原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

  議案第４３号平成２２年度防府市一般会計補正予算（第１号）   

○議長（行重 延昭君）  議案第４３号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。副市長。 

        〔副市長 嘉村 悦男君 登壇〕 

○副市長（嘉村 悦男君）  議案第４３号平成２２年度防府市一般会計補正予算（第

１号）について御説明申し上げます。 

 本年２月４日に、防府市議会議長より防府市選挙管理委員会に、議員の死亡により欠員
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が生じた旨の通知がございました。その通知を受けた防府市選挙管理委員会では、公職選

挙法第１１３条第３項の規定により、５月２３日告示、５月３０日投開票の防府市長選挙

と同時に防府市議会議員補欠選挙を執行することになりましたので、この補正予算の計上

をお願いするものであります。 

 先ほど、議案第２５号で御説明いたしました平成２２年度防府市一般会計予算書の

２６０ページから２６５ページまでに計上しており、また議案第４３号では、４ページか

ら７ページまでの２款総務費４項選挙費５目市長選挙費の各費目をすべて減額するととも

に、新たに６目市長選挙及び市議会議員補欠選挙費を新設し、選挙に係る所要の経費を計

上しております。 

 歳出増につきましては、１０ページの１４款予備費にて調整いたしております。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（行重 延昭君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  質疑を終結して、お諮りいたします。本案については、なお、

審査の要があると認めますので、所属常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（行重 延昭君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第４３号については

総務委員会に付託と決しました。 

────────────────────────────────────── 

○議長（行重 延昭君）  以上で、本日の日程はすべて議了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 なお、次の本会議は、３月８日、午前１０時から一般質問を行いますので、よろしくお

願いいたします。お疲れでございました。 

午後３時 ８分 散会 

────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成２２年３月４日 

 

             防府市議会議長    行 重 延 昭 

 

             防府市議会議員    山 田 耕 治 

－132－ 



 

             防府市議会議員    青 木 明 夫 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成２２年３月４日 

 

             防府市議会議長    

 

             防府市議会議員    

 

             防府市議会議員    
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